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『内部監査の成熟度』に関する調査結果報告
＜第３回＞

調査／分析：研究会No. ａ１
　　　　　　 （ガバナンス・監査役研究会）

□はじめに

ＣＩＡフォーラム研究会No.ａ１（ガバナ

ンス・監査役研究会）は、日々内部監査業務

に携わる実務家による研究会である。今回３

回目となる「内部監査の成熟度」に関するア

ンケートを実施したので、その結果および当

研究会の考察について報告する。

内部監査の組織や体制、監査手順等に関し

ては、内部監査の「基準」や品質評価等によ

り標準形が提供されているが、実際の運営、

実効性といった内部監査の「機能」のレベル

については、必ずしも明確ではなく、どのよ

うな状態が最善かについて認識が共有されて

いるわけではない。内部監査をどのように運

営するかは組織の方針、事情によって変化す

るものであり、レベルの認識は各社各組織に

よって異なっていると思われる。

当研究会は2009年に実務家としての視点か

ら一定の整理を試み、特に内部監査機能の発

揮状況に焦点を当てた「内部監査の成熟度モ

デル」を策定した。企業・組織の内部監査部

門責任者が、自らの内部監査機能の発揮状況

を自己評価することにより、内部監査体制の

「たてつけ」だけでなく、発揮されている機

能の実態についても検証でき、継続的な機能

向上に役立つものと考えている。

今回の調査では、対象範囲を広げ、約450

社もの企業より回答をいただいたほか、自己

評価の高かった企業10社を選定し、内部監査

機能向上のための具体的な取組みをヒアリン

グさせていただいた。この場をお借りして感

謝の意をお伝えしたい。また、各方面への調

整のご協力をいただいた日本内部監査協会事

務局へも感謝したい。

なお、【資料１】（68〜75頁）に「内部監査

の成熟度モデル」を添付した。自己評価を行

い、調査結果と比較しながらこの報告をお読

みいただくことも効果的である。

【資料２】（76〜77頁）には、自社の評価点

　ＣＩＡフォーラムは、ＣＩＡ資格保持者の

研鑽及び相互交流を目的に活動する、一般社

団法人日本内部監査協会（ＩＩＡ－ＪＡＰＡ

Ｎ）の特別研究会である。各研究会は、担当

の座長が責任をもって自主的に運営し、研究

期間、目標成果を設定し、研究成果を発信し

ている。

　当研究報告書は、ＣＩＡフォーラム研究会

No.ａ１（ガバナンス・監査役研究会）が、そ

の活動成果としてとりまとめたものである。

報告書に記載された意見やコメントは、研究

会の見解であり協会の「見解」を代表するも

のではなく、協会がこれを保証・賛成・推奨

等するものでもない。

ＣＩＡフォーラム研究会報告
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と平均スコア・回答分布を比較できる評価表

を添付したので、ご活用いただきたい。

【資料１】、  【資料２】を含むその他関係資

料については、日本内部監査協会ホームペー

ジ「ＣＩＡフォーラム」のページに掲載して

いるので参照されたい。

□第３回調査の概要

◆調査目的

日本企業における内部監査機能の発揮状況

を理解し、各社が継続的に改善を行うための

情報およびツールを提供すること。

◆調査内容

当研究会が2009年に提唱した「内部監査の

成熟度モデル」を呈示し、自社がどのレベル

に相当するかを自己評価し、回答していただ

いた。各項目の具体的な取組み内容などは、

自由に記入していただいた。

◆調査対象

日本内部監査協会会員企業を中心としたオ

ープン調査。

◆調査方法

①日本内部監査協会　ＳＡＭ研修会（注１）・

関西地区監査研究会義（注２）参加企業を

対象に直接調査票配布（約200社）

②日本内部監査協会会員企業（内部監査部門

責任者）を対象にメールによる回答募集案

内（約2,000社）

③日本内部監査協会ＨＰを通じて回答募集案

内

◆調査実施期間：2014年７月〜10月 

◆回答状況

有効回答数　①156社　②③合計　302社

計458社（重複回答があった会社は、いずれ

かの１回答を採用）

◆聞取調査

自己評価が高かった企業に対して、具体的な

取組事例などの聞取調査を実施した。（実施

時期：2015年５月〜６月）

対象10社（東京・関東エリア７社、関西エリ

ア３社）

◆アンケート調査票の構成

　調査票は、次の３つのパートで構成。

第一部　基本情報（回答企業の属性）

第二部　内部監査の成熟度アンケート

　　　　 （ 39項目：各項目はレベル０からレ

ベル５の６段階評価）

第三部　フリーアンサー

　　　　 （ 成熟度モデルの活用方法、内部監

査機能向上のための取組みなど）

※ アンケート調査に用いた「内部監査の成熟

度モデル」は、【資料２】を参照のこと（実

際の調査票は協会ホームページより入手可

能）。

◆前回調査からの変更点・工夫点

アンケートの項目は、過去の調査との比較

が可能なように、基本的に前回を踏襲してい

るが、次の変更や工夫を行った。

・属性分類の追加変更

　「内部監査部門の人数」、「ＣＩＡの人数」に

おいては、人数区分を細分化し、「成熟度モ

デルの活用状況」「内部監査部門の中途入

社者の割合」の属性を追加した。

・前回調査で、想定以上にレベル０や１に集

中した項目は、回答のばらつきが広がるよ

うに、各項目の説明や成熟度レベルの例示

文を修正した。

・前回調査では、例示の説明文がないレベル

２とレベル４への評価が選択されにくい傾

向が見られたため、記入用紙にスケール表

示を行うなどの工夫をした。

・回答数を増やすため、Webによる回答入力

窓口を設け、協会ＨＰからの募集に加え、

（注１）内部監査担当者相互の積極的な運営による啓発・議論の場として、内部監査の理論ならびに実務上の隘路・問
題点について研鑚・啓発しあい、監査実施の方途、監査結果に対する具体的な改善の方途等の究明を行う研究会

（注２）会員を対象に関西地区において研修及び情報交換を行う研究会
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会員企業へ直接メールを送付して案内を行

う等、広く回答を募集した。

・企業名は非公開とすることを条件に記名式

で依頼し、回答の識別性・信頼性の向上を

図った。

□回答企業のプロフィール

⑴　回答経路
【図表１】はアンケートの回答経路の構成

比である。今回は、新たに日本内部監査協会

会員企業（内部監査部門責任者）へ直接メー

ルを送付し（約2,000社）、Web経由による回

答募集を行った。302社から有効回答が得ら

れ、全体（458社）の66％を占めている。過

去２回の調査で対象としてきたＳＡＭ研修

会、関西地区監査研究会義への参加企業等か

らの回答は今回もほぼ同数の156社で34％で

あった。

回答経路別に平均スコアを比較したとこ

ろ、どの項目もほぼ同じ値を示していた。検

討した結果、過去の調査対象と同質の母集団

であるとみなしたうえ、過去調査データと比

較分析を行うこととした。

⑵　回答企業の属性
回答企業の属性構成比を【図表３】に示す。

「１．業種」では、非製造業（金融・保険

除く）が最も多く35％を占め、前回調査時の

22％から、大幅に増加した。一方、減少した

のは製造業（加工型）で35％から30％となっ

た。企業規模の指標となる、「２．資本金」、

「３．従業員数」では、小規模な企業から大

規模な企業まで大きくかたよることなく分布

していた。

「７．内部監査部門の人数」は、前回調査

時と比較すると、５名以下が52％から59％へ

増加、11名〜20名が16％から10％へ減少し、

小規模な内部監査部門の構成比が高くなっ

た。今回、５名以下の区分を細分化したとこ

ろ、２〜３名が全体の30％と最も多く、１名

の内部監査部門も９％あった。

「９．ＣＩＡの人数」は、59％の企業が０

名であり、１名〜２名が30％、３名以上在籍

する企業が11％であった。全体からみると、

１名でもＣＩＡが在籍しているのは一部の企

業に限られた状況である。

また、今回は３回目の調査になることから、

「10．内部監査の成熟度モデルの活用状況」

を問う属性を設けた。今回初めて「内部監査

の成熟度モデル」を知ったという回答が45％

であった一方、何らかの形で活用している企

業が23％であった。

なお、「２．資本金」、「３．従業員数」、「７．

内部監査部門の人数」、「９．ＣＩＡの人数」

においては、相関分析の結果、【図表２】に示

すように属性間にかなり高い相関（相関係数

0.6〜0.7）が認められている。

①ＳＡＭ研修会
（東京）
19%

②関西地区監査
研究会（大阪）

15%

③ＷＥＢ
66%

【図表１】アンケート回答経路

属性間の相関 2.資本金
2.資本金 3.従業員数
3.従業員数 かなり高い相関がある 7.内部監査部門の人数

7.内部監査部門の人数 かなり高い相関がある かなり高い相関がある 9.CIAの人数
9.CIAの人数 － － かなり高い相関がある

【図表２】
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①0人
59%②1～2人

30%

③3～5人
6%

④6～10人
3%

⑤11人以上
2%

9.CIAの人数 ①経営層とのコミュニケーションにも
活用している

2%
②内部監査部門として
活用している
13%

③内部監査の担当者
として活用している

8%

④評価のみ実施した
（アンケートに回答したのみ等）

32%

⑤今回初めて「内部監査の
成熟度モデル」を知った

45%

10.成熟度モデル
の活用状況

①製造業（素材型） 
14%

②製造業（加工型）
30%

③非製造業（金融・保険除く） 
35%

④金融・保険
11%

⑤その他
10%

1.業種

①10億円未満
19%

②10億円以上
50億円未満
24%

③50億円以上100億円未満
13%

④100億円以上
500億円未満

25%

⑤500億円以上
1,000億円未満

8%

⑥1,000億円以上
5,000億円未満

8%

⑦5,000億円以上
3%

2.資本金

①100名以下
7%

②101名以上
500名以下
21%

③501名以上
1,000名以下
19%

④1,001名以上
3,000名以下
26%

⑤3,001名以上
5,000名以下

7%

⑥5,001名以上
10,000名以下

8%

⑦10,001名以上
12%

3.従業員数

①監査役会設置会社
70%

②監査役設置会社
25%

③委員会設置会社
3%

④その他
2%

4.ガバナンス体制

①社長
72%

②社長以外の役員
25%

③その他
3%

④内部監査部門は
存在しない。

0%

5.内部監査部門の所管役員
①役員
11%

②役員ではない
89%

6.内部監査部門長の肩書

①1人
9%

②2～3人
30%

③4～5人
20%

④6～10人
21%

⑤11～20人
10%

⑥21～50人
7%

⑦51人以上
3%

7.内部監査部門の人数

①ゼロ、もしくは
ごく少数
59%②1/3程度まで

14%

③2/3程度まで
9%

④それ以上
18%

8.内部監査部門の中途入社者の割合

【図表３】回答企業の属性
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□調査結果

調査結果として、回答企業全体の項目別平

均、標準偏差、フリーコメントの記入があっ

た企業数を【図表４】に示す。

□結果の考察

１．項目別平均スコアについての考察
【図表５】は、項目別平均スコアと前回調

査からの増減を、今回の平均スコアの高い順

に並べて一覧にしたものである。

⑴　『基本的な項目は平均点３以上で、
おおむね出来ている』
上位項目を見てみると、12位までが平均ス

コア3.0以上の項目であった。「101　内部監

査の独立性」「201　被監査部門との関係に

おける内部監査人の精神的独立性」「105　監

査対象の網羅性」「109　十分な予算の確保」

「202　（被監査部門の）内部監査への期待、

及び監査への対応」など、社内に内部監査体

制を構築する上で、最も基本的な項目で占め

られている。順位には多少変動はあるものの、

11位までの同じ項目が前回も上位項目に入っ

ていた。

一方、平均点の低い項目を見てみると、

「415　外部の第三者による内部監査の品質評

単純全体平均 標準偏差 ﾌﾘｰ ｺﾒﾝﾄ
記入(社)

101 内部監査の独立性 3.7 1.1 19
102 事業目的に沿った監査計画の存在 2.4 1.3 19
103 経営者とのコミュニケーション 2.9 1.3 18
104 経営者の指導力及び内部監査へのサポート 2.7 1.4 12
105 監査対象の網羅性 3.4 1.1 16
106 内部監査部門長の役割と責任の明確化 3.1 0.9 8
107 内部監査に必要な人材の十分な確保 2.3 1.1 17
108 人事的なキャリアパスとローテーション 1.4 1.0 33
109 十分な予算の確保 3.4 1.2 19
110 社内情報へのアクセス権 3.1 1.2 18
201 被監査部門との関係における内部監査人の精神的な独立性 3.6 0.9 11
202 内部監査への期待、及び監査への対応 3.3 0.9 8
203 内部監査による指摘・勧告等への対応状況 3.2 0.9 9
204 内部監査のコンサルティング機能への期待 3.0 1.0 6
205 内部監査の情報発信への期待 1.9 1.3 24
301 監査役との連係 3.1 1.2 21
302 監査役監査等の支援 2.6 1.2 16
303 組織の重要課題や経営戦略に関する監査 2.5 1.6 26
304 外部監査人（会計監査人）との連携 2.1 1.3 26
401 内部監査プロセスの確立 3.0 1.0 10
402 リスクアセスメントプロセスの確立 2.2 1.4 21
403 リスクアプローチに基づく個別監査計画の策定 2.8 1.3 9
404 適時適切な監査対象の選定 2.6 1.3 15
405 ＣＳＡの活用 1.4 1.4 37
406 業務に合わせた監査手法の設定 2.3 1.3 8
407 協働チームによる監査の実施 1.6 1.5 37
408 アウトソースの活用 0.9 1.3 34
409 監査のフォローアップ 3.2 1.3 13
410 システム監査の実施 1.6 1.5 39
411 内部監査の人材育成と継続的教育 2.1 1.1 23
412 内部監査のパフォーマンスに関する被監査部門からのフィードバック 1.7 1.5 34
413 内部監査の品質管理 1.7 1.4 20
414 監査支援ソフトの活用 0.9 1.3 31
415 外部の第三者による内部監査の品質評価 0.8 1.4 40
416 継続的モニタリング／監査の仕組みの導入 1.5 1.4 24
417 他のリスク管理部門等との協働 1.9 1.3 21
418 ＥＲＭ活動への関与 1.5 1.4 26
419 内部監査人の社外活動、資格取得の支援 1.8 1.4 27
420 ベストプラクティスへの取り組み 1.5

2.3
1.3 20

項目
No 項目

取締役会、経営者と
の関係の中で
内部監査部門が
整備・運用すべき
項目

被監査部門との関係
の中で
内部監査部門が
整備・運用すべき
項目

監査役、外部監査人
との関係の中で
内部監査部門が
整備・運用すべき
項目

内部監査部門内で
整備・運用すべき
項目

カテゴリー

平均値

N＝458

【図表４】平均値・標準偏差・フリーコメント数
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価」、「408　アウトソースの活用」、「414　監

査支援ソフトの活用」など、投資的な予算を

必要とするような項目や、「108　人事的なキ

ャリアパスとローテーション」、「405　ＣＳ

Ａの活用」、「418　ERM活動への関与」等、

会社の方針によって取組みが異なるような項

目が多くみられた。

前回成熟度が高かった項目は今回も高く、

低かった項目は、「416　継続的モニタリング

／監査の仕組みの導入　0.4↑」を除き、今回

も低く、大きな動きが見られなかった。変化

が見られた項目は中位の項目に集中している。

⑵　『内部監査の成熟度は大きくは変化
していない』
成熟度モデル39項目の過去３回の平均スコ

ア変化を表したのが【図表６】である。初回

実施の2009年は、2008年４月１日以降に開始

される事業年度から適用となった内部統制報

告制度への対応で内部監査が注目を浴びた時

期であり、今回実施の2014年は、改正会社法

で、特に監査役に係るところ（監査役と内部

監査部門や会計監査人との連携強化など）が

焦点になった背景があった。

前回2011年の結果と今回の結果で、大き

前回からの
例示文変更 項目 順位 順位 スコア平均

N = 458 前回差
101 内部監査の独立性 3 1 3.7 - 0.1
201 被監査部門との関係における内部監査人の精神的な独立性 1 2 3.6 - 0.4
105 監査対象の網羅性 4 3 3.4 - 0.2
109 十分な予算の確保 5 4 3.4 0.0
202 内部監査への期待、及び監査への対応 7 5 3.3 0.0

明瞭化 203 内部監査による指摘・勧告等への対応状況 2 6 3.2 - 0.5
409 監査のフォローアップ 6 7 3.2 - 0.1
106 内部監査部門長の役割と責任の明確化 8 8 3.1 0.0
110 社内情報へのアクセス権 9 9 3.1 0.1
301 監査役との連係 13 10 3.1 0.3
401 内部監査プロセスの確立 10 11 3.0 0.1

大幅変更 204 内部監査のコンサルティング機能への期待 27 12 3.0 1.5
103 経営者とのコミュニケーション 11 13 2.9 0.0
403 リスクアプローチに基づく個別監査計画の策定 12 14 2.8 0.0
104 経営者の指導力及び内部監査へのサポート 14 15 2.7 0.2
404 適時適切な監査対象の選定 17 16 2.6 0.4
302 監査役監査等の支援 16 17 2.6 0.3
303 組織の重要課題や経営戦略に関する監査 20 18 2.5 0.4
102 事業目的に沿った監査計画の存在 19 19 2.4 0.3
107 内部監査に必要な人材の十分な確保 15 20 2.3 0.0
406 業務に合わせた監査手法の設定 18 21 2.3 0.2
402 リスクアセスメントプロセスの確立 22 22 2.2 0.3
411 内部監査の人材育成と継続的教育 21 23 2.1 0.1
304 外部監査人（会計監査人）との連携 30 24 2.1 0.7

レベル調整 417 他のリスク管理部門等との協働 23 25 1.9 0.2
205 内部監査の情報発信への期待 35 26 1.9 0.7

レベル調整 419 内部監査人の社外活動、資格取得の支援 34 27 1.8 0.6
細部修正 413 内部監査の品質管理 29 28 1.7 0.2

412 内部監査のパフォーマンスに関する被監査部門からのフィードバック 25 29 1.7 0.2
410 システム監査の実施 24 30 1.6 - 0.1

レベル調整 407 協働チームによる監査の実施 28 31 1.6 0.1
418 ＥＲＭ活動への関与 32 32 1.5 0.2
420 ベストプラクティスへの取り組み 26 33 1.5 0.1
416 継続的モニタリング／監査の仕組みの導入 36 34 1.5 0.4
405 ＣＳＡの活用 31 35 1.4 0.0
108 人事的なキャリアパスとローテーション 33 36 1.4 0.0

レベル調整 414 監査支援ソフトの活用 38 37 0.9 0.0
408 アウトソースの活用 37 38 0.9 - 0.2
415 外部の第三者による内部監査の品質評価 39 39 0.8 0.2

平均値 2.3 0.2

2014年2011年

【図表５】項目別平均スコアと前回調査からの増減
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0 1 2 3 4 5 6

101　内部監査の独立性

201　被監査部門との関係における
内部監査人の精神的な独立性

105　監査対象の網羅性

109　十分な予算の確保

202　内部監査への期待、及び監査への対応

203　内部監査による指摘・勧告等への対応状況
★例示文変更（明瞭化）　　　　  

409　監査のフォローアップ

106　内部監査部門長の役割と責任の明確化

110　社内情報へのアクセス権

301　監査役との連係

401　内部監査プロセスの確立

204　内部監査のコンサルティング機能への期待
★例示文変更（大幅変更）　　　　

103　経営者とのコミュニケーション

403　リスクアプローチに基づく個別監査計画の策定

104　経営者の指導力及び内部監査へのサポート

404　適時適切な監査対象の選定

302　監査役監査等の支援

303　組織の重要課題や経営戦略に関する監査
※この項目は2009年度調査時はなし　　 

102　事業目的に沿った監査計画の存在

107　内部監査に必要な人材の十分な確保

406　業務に合わせた監査手法の設定

402　リスクアセスメントプロセスの確立

411　内部監査の人材育成と継続的教育

304　外部監査人（会計監査人）との連携

417　他のリスク管理部門等との協働
★例示文変更（レベル調整）  　

205　内部監査の情報発信への期待

419　内部監査人の社外活動、資格取得の支援
★例示文変更（レベル調整）　　　　

413　内部監査の品質管理
★例示文変更（細部修正）

412　内部監査のパフォーマンスに関する
被監査部門からのフィードバック

410　システム監査の実施

407　協働チームによる監査の実施
★例示文変更（レベル調整）

418　ＥＲＭ活動への関与

420　ベストプラクティスへの取り組み
※この項目は2009年度調査時はなし

416　継続的モニタリング／監査の仕組みの導入

405　ＣＳＡの活用

108　人事的なキャリアパスとローテーション

414　監査支援ソフトの活用
★例示文変更（レベル調整）

408　アウトソースの活用

415　外部の第三者による内部監査の品質評価

2014年  全体平均  N=458 2011年  全体平均  N=141 2009年  全体平均  N=140

項目の並び順は、差が見や
すいよう、平均スコアの高い
ものから順に並べている。

【図表６】時系列平均スコア
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く変化している項目は例示文の変更の影響が

大きかったものと考えられる。項目によって

多少変化があるが、全体的には３回を通じ同

様なレベル水準で推移しており、我が国の内

部監査機能が全体として大きくレベルアップ

（またはダウン）したとまでいえるような変

化は認められないと考えられる。

⑶　『項目別では、監査役・外部監査人
との連携がやや上昇』
前回の結果に対し、平均スコアが±0.4以

上変化した項目を【図表７】に示す。

例示文を変更したことによるもの以外でス

コアの上昇がみられた項目には、「205　内部

監査の情報発信への期待（平均1.9）0.7↑」

「416　継続的モニタリング／監査の仕組みの

導入（平均1.5）　0.4↑」などがあった。これ

らの項目は、平均スコアとしてはまだまだ低

い項目であるが、小規模な内部監査部門であ

っても取組みやすい項目でもあり、取入れる

企業が増加しつつあるものと思われる。

他には「304　外部監査人との連携　0.7↑」

「303　組織の重要課題や経営戦略に関する監

査　0.4↑」のほか、「301　監査役との連係　

0.3↑」「302　監査役監査等の支援　0.3↑」

が若干上昇しており、監査役・外部監査人と

の関係において整備する項目全体に上昇傾向

があった。代表的なフリーコメントには、月

に１回程度監査役との定例会議をもち、監査

結果を中心とした情報交換を行っている、と

項目 例示文変更 順位 平均 前回差 前回からの増減要素 増減理由についての仮説

203　内部監査に
よる指摘・勧告等
への対応状況

明瞭化 6 3.2 0.5↓

より実務に則した、イメージしやすい表現
にかなり例示文に修正を加えている。
その結果、５・４の回答が減少し、３の構
成比が53.5%と集中した。

例示文の変更が原因

204　内部監査の
コンサルティング
機能への期待

大幅変更 12 3.0 1.5↑

本来の意味でのコンサルティングと解釈す
ると０と１に集中するため、監査における
通常の「助言」を示すように大幅に例示文
を変更している。
その結果、全体的にスコアが上昇した。

例示文の変更が原因

419　内部監査人
の社外活動、資格
取得の支援

レベル調整 27 1.8 0.6↑

０と１に集中しすぎていたため、「支援制
度」から「奨励」という言葉に変更してレ
ベル調整を行った。
その結果、全体的にスコアが上昇した。

例示文の変更が原因

201　被監査部門
との関係における
内部監査人の精神
的な独立性

なし 2 3.6 0.4↓ ５の回答構成比が32.6%→18.6%に大幅減
少した

被監査部門との精神的な独立性を確保
し、レベルは高いと思っていても、社内
の倫理規定や基準・内部監査の教育指導
内容の見直しやリスク低減のための協議
までは実際には至っていないことを認識
し、５ではなく３または4と回答した企
業が多かったのではないかと考えられ
る。

404　適時適切な
監査対象の選定 なし 16 2.6 0.4↑

１に集中していた回答構成比が、40.8%→ 
19.7%と大幅に減少し、２・３・４、特に
３の回答が増加した。

一般的にリスクアプローチにより監査対
象を選定することが推奨されていること
により、事業計画を参照・考慮すること
が浸透してきていると考えられる。

303　組織の重要
課題や経営戦略に
関する監査

なし 18 2.5 0.4↑
前回も０から５までばらついていたが、０
と１の構成比が減少し、３と４の構成比が
増加した。

301監査役との連携、302監査役監査等の
支援の項目も0.3ポイント上昇しており、
監査役との連携が上昇したことと連動し
たものと考えられる。

304　外部監査人
（会計監査人）と
の連携

なし 24 2.1 0.7↑
１に集中していた回答構成比が、50.4%→ 
30.0%と大幅に減少し、２・３・４、特に
3の回答が増加した。

導入時は専門部隊が実施していた内部統
制評価が一定の流れで定着し、内部監査
部門におかれる企業もでてきたのではな
いか。そのため、外部監査人との定例会
議が行われる方向に進んだ可能性が考え
られる。

205　内部監査の
情報発信への期待 なし 26 1.9 0.7↑

０と１の構成比が合わせて72.3%と集中し
ていたものが、45.3%へ減少し、全体的に
スコアが上昇した。

不備情報などを含め、実際に情報発信を
行っている監査部門が増加しているので
はないかと考えられる。

416　継続的モニ
タリング／監査の
仕組みの導入

なし 34 1.5 0.4↑
０に集中していた回答構成比が、45.4% → 
30.7%と大幅に減少し、３・４の回答がや
や増加した。

小規模でも実施可能であり、実際に継続
的なモニタリングや監査の仕組みを活動
に取り入れる企業が増加している傾向に
あると考えられる

【図表７】平均が±0.4以上変化した項目について変化要因の検討
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いう取組みがあった。改正会社法へ対応し、

監査役との連携が強化されたことが要因の１

つと考えられる。また、外部監査人との連携

は、内部統制評価（Ｊ－ＳＯＸ）に限定して、

とのコメントも多くみられ、導入時は専門組

織が行っていた内部統制評価を、定着後は内

部監査部門が担当するようになり、外部監査

人との連携機会が増加したものと考えられる。

２．項目別回答分布（ばらつき）につい
ての考察
成熟度モデル各項目のばらつき具合は、（Ａ） 

〜（Ｇ）の７種類のパターンに分類できる。

各パターンの典型的なグラフ例と該当する項

目名を【図表８】に示す。

⑴　『基本的な項目はおおむね出来てい
る』

「プロセスが定義されているレベル」であ

るスコア３以上は、「おおむね出来ている」と

考えられるレベルである。（A）および（B）

に分類された８項目は「おおむね出来てい 

る」項目といえる。平均スコアの順位でもす

べて９位以内の項目であった。

（E）（F）および（G）は「存在がない」ま

たは「その場対応のレベル」であり、「おおむ

ね出来ていない」項目といえる。これらのパ

ターンの13項目のうち、12項目は平均スコア

順位でも下から12位（28位から39位）までの

項目であった。「415　外部の第三者による内

部監査の品質評価」「408　アウトソースの活

用」「414　監査支援ソフトの活用」など、投

資的な予算を必要とするような項目や、「108　

人事的なキャリアパスとローテーション」「405　

CSAの活用」「418　ERM活動への関与」等、

会社の方針によって取組みが異なるような

項目もあるが、「413　内部監査の品質管理」

「416　継続的モニタリング／監査の仕組みの

導入」「420　ベストプラクティスへの取組み」

など、内部監査部門内を中心に取組むことが

101 内部監査の独立性
105 監査対象の網羅性
109 十分な予算の確保
110 社内情報へのアクセス権
201 被監査部門との関係における

内部監査人の精神的な独立性

（A）　スコア 3から 5に集中
101 内部監査の独立性

平均＝3.7

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

0 1 2 3 4 5

106 内部監査部門長の役割と責任の明確化
202 内部監査への期待、及び監査への対応
203 内部監査による指摘・勧告等への対応

状況

（B）　スコア 3に集中
106 内部監査部門長の役割と
責任の明確化 平均＝3.1

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

0 1 2 3 4 5

104 経営者の指導力及び内部監査への
サポート

205 内部監査の情報発信への期待
303 組織の重要課題や経営戦略に関する

監査
304 外部監査人（会計監査人）との連携
402 リスクアセスメントプロセスの確立
406 業務に合わせた監査手法の設定
411 内部監査の人材育成と継続的教育
419 内部監査人の社外活動、資格取得の

支援

（D）　スコア０から５までばらつき大きい
303  組織の重要課題や経営戦略に

関する監査 平均＝2.5

0%

10%

20%

30%

0 1 2 3 4 5

102 事業目的に沿った監査計画の存在
103 経営者とのコミュニケーション
107 内部監査に必要な人材の十分な確保
204 内部監査のコンサルティング機能への

期待
301 監査役との連係
302 監査役監査等の支援
401 内部監査プロセスの確立
403 リスクアプローチに基づく個別監査

計画の策定
404 適時適切な監査対象の選定
409 監査のフォローアップ

（C）　スコア 3を中心に両側に分布
403  リスクアプローチに基づく
監査計画の策定 平均＝2.8

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

0 1 2 3 4 5

408 アウトソースの活用
414 監査支援ソフトの活用
415 外部の第三者による内部監査の

品質評価

（F）　スコア０に集中
415  外部の第三者による内部監査

の品質評価 平均＝0.9

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

0 1 2 3 4 5

108 人事的なキャリアパスとローテーション
405 ＣＳＡの活用
407 協働チームによる監査の実施
410 システム監査の実施
412 内部監査のパフォーマンスに関する

被監査部門からのフィードバック
413 内部監査の品質管理
416 継続的モニタリング／監査の仕組みの

導入
417 他のリスク管理部門等との協働
420 ベストプラクティスへの取り組み

（E）　スコア 0と 1にやや集中している
416  継続的モニタリング／

監査の仕組みの導入 平均＝1.5

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

0 1 2 3 4 5

418 ＥＲＭ活動への関与

（G）　無回答があるほかばらつき大きい
418  ＥＲＭ活動への関与
平均＝1.5 ※N=320

0%

10%

20%

30%

40%

0 1 2 3 4 5 N/A

【図表８】項目別回答分布パターン（協会ホーム
　　　 　ページに全項目の回答分布を掲載）
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可能な項目も含まれている。今後の取組みが

進んでいくことが期待されるところである。

⑵　『経営者の理解と内部監査人の人材
育成については優先して取組むべき』

（C）および（D）は、「出来ている企業もあ

れば出来ていない企業もある」項目といえる。

これらのパターンの中には、内部監査への

経営者の理解度を反映する、「103　経営者と

のコミュニケーション」「104　経営者の指導

力及び内部監査へのサポート」、基本的な監査

プロセスの構築度を反映する「401　内部監

査プロセスの確立」「409　監査のフォローア

ップ」、また、実際に監査を実施する人材育成

に関連する「411　内部監査の人材育成と継

続的教育」「419　内部監査人の社外活動、資

格取得の支援」といった項目も含まれている。

これらの項目の自己評価が低い場合、優先し

て機能向上に取組む必要があると考えられる。

３．属性別平均スコアについての考察
業種、内部監査部門の人数、ＣＩＡの人数、

の３つの属性に着目し、属性・項目別に平均

スコアを比較したものが【図表９】〜【図表

11】である。属性間の差を視覚的に確認しや

すくなるよう、平均点の高い順に項目を並べ

変えている。

⑴　業種による平均スコアの比較【図表９

参照】

　『金融・保険は他業種と比較し成熟度
が高い』
全体を俯瞰すると、金融・保険の平均スコ

アが製造業（素材型）、製造業（加工型）、非

製造業（金融・保険除く）に比べて高いこ

とがわかる。金融検査マニュアルなど業種

独自の基準への対応等により、内部監査の成

熟度が進んでいるものと思われる。しかし、

「201　被監査部門との関係における内部監査

人の精神的な独立性」「202　内部監査への期

待、及び監査への対応」「204　内部監査のコ

ンサルティング機能への期待」といった、被

監査部門側の対応に関するものや、「301　監

査役との連係」「302　監査役監査等の支援」

「303　組織の重要課題や経営戦略に関する監

査」「304　外部監査人（会計監査人）との連

携」といった、監査役・外部監査人との連携

に関するものは他業種とあまり差がない。さ

らに、「109　十分な予算の確保」「411　内部

監査の人材育成と継続的教育」「414　監査支

援ソフトの活用」といった項目も他業種と大

きな差はなかった。金融・保険の業種は、監

査プロセス・手法に関連する項目は他業種よ

り高スコアだが、他業種と同レベルの項目も

多数あった。総じて成熟していると思われて

いる「金融業・保険業」であるが、他の業種

と比較し、より成熟している項目と、必ずし

もそうではない項目も多い点、興味深い結果

となった。

その他の業種に関しては、製造業（素材型）

が全体的にやや低めである。上位12項目まで

の基本的な項目はおおむね製造業（加工型）・

非製造業と変わらないレベルにあるが、「103　

経営者とのコミュニケーション」「104　経営

者の指導力及び内部監査へのサポート」「102　

事業目的に沿った監査計画の存在」といった、

取締役会・経営者と関連する項目が比較的低

い結果となった。経営者とのコミュニケーシ

ョンが十分ではなく、また経営者の理解、経

営者のコミットメントが十分ではない内部監

査部門も多く含まれているのかもしれない。

内部監査の意義や実効性を考えると、一部の

製造業（素材型）においては、これらの項目

での成熟度向上が望まれると考えられる。

⑵　内部監査人の人数による平均スコアの
比較【図表10参照】

　『監査人６名～10名の監査部門は成
熟度が比較的低い』
内部監査部門の内部監査人の人数は、多く
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なるにつれて平均スコアが高くなる傾向があ

り、大きくは10名以下と11名以上の２つのグ

ループに分かれているといえる。内部監査部

門の人数は、資本金、従業員数といった企業

規模と相関があり、企業規模が大きくなれば

内部監査部門の人数も多くなっていく。11名

以上の多数の内部監査人が存在している内部

監査部門は、組織的な内部監査活動を行って

いることから、成熟度モデルの各項目の例示

にマッチしやすく、全体的にスコアが高くな

っているものと考えられる。

一方、10名以下のグループでは、11名以

上の組織と比較すると人数によりさほど大き

な違いはみられなかった。1名だけの内部監

査部門が、10名以下のグループの中では大多

数の項目の平均スコアが高めになっていた。

「405　ＣＳＡの活用」「417　他のリスク管

理部門等との協働」「408　アウトソースの活

用」のスコアが比較的高いのも、一人ならで

はの結果と考えられる。内部監査人1名の部

門の場合、企業規模が小さいことも多く、監

査業務自体が複雑ではないことや経営者との

コミュニケーションがとりやすく意思決定が

スムーズであることなどが想定され、結果と

して高スコアにつながっているのではないか

と考えられる。

また、６名〜10名の監査部門は、10名以下

のグループの中で目立って平均スコアが低い

項目が複数ある。「105　監査対象の網羅性」

「204　内部監査のコンサルティング機能へ

の期待」「404　適時適切な監査対象の選定」

「402　リスクアセスメントプロセスの確立」

「416　継続的モニタリング／監査の仕組みの

導入」などで、人数は増加しても、組織とし

ての内部監査の動きが十分整っていないこと

が考えられる。

⑶　公認内部監査人（ＣＩＡ）の人数によ
る平均スコアの比較【図表11参照】

　『ＣＩＡが存在する企業は成熟度が高
い』
ＣＩＡの人数の観点からは、ＣＩＡが在籍

しない企業よりも、１名以上在籍する企業の

成熟度は高く、３名以上在籍するとより顕著

に差がみられた。【図表２】に示すように、

ＣＩＡの人数は、内部監査部門の人数と相関

があるが、全体の６割が０名で過半数を占め

ている。１〜２名が３割で、３名以上の在籍

は１割と少数である。

ＣＩＡが在籍しない企業と、ＣＩＡが１〜

２名在籍している企業とで比較すると、「401　

内部監査プロセスの確立」「402　リスクアセ

スメントプロセスの確立」「403　リスクア

プローチに基づく個別監査計画の策定」「406　

業務に合わせた監査手法の設定」「409　監査

のフォローアップ」などでＣＩＡが在籍する

企業のスコアが高く、基本的な内部監査プロ

セスをきちんと実施している傾向にあると思

われる。その他の項目も、ＣＩＡが在籍しな

い企業より平均スコアは高めであり、ＣＩＡ

が在籍している内部監査部門は成熟度が高い

傾向にあるといえる。

ＣＩＡが３名以上在籍している企業は、１

割と少数であるが、総じて平均スコアが高く

なっている。特に平均スコアが高い項目は、

「102　事業目的に沿った監査計画の存在」

「103　経営者とのコミュニケーション」「110　

社内情報へのアクセス権」「404　適時適切な

監査対象の選定」「409　監査のフォローアッ

プ」「411　内部監査の人材育成と継続的教

育」「413　内部監査の品質管理」「419　内部

監査人の社外活動、資格取得の支援」などで

ある。内部監査の有効性をより高めようとす

る項目や監査人の育成に関する項目が目立っ

た。

ＣＩＡの人数が多いケースでは、実際に内

部監査への理解も深く、取組みも進んでいる
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201　被監査部門との関係における
内部監査人の精神的な独立性

105　監査対象の網羅性

109　十分な予算の確保

202　内部監査への期待、及び監査への対応

203　内部監査による指摘・勧告等への対応状況

409　監査のフォローアップ

106　内部監査部門長の役割と責任の明確化

110　社内情報へのアクセス権

301　監査役との連係

401　内部監査プロセスの確立

204　内部監査のコンサルティング機能への期待

103　経営者とのコミュニケーション

403　リスクアプローチに基づく個別監査計画の策定

104　経営者の指導力及び内部監査へのサポート

404　適時適切な監査対象の選定

302　監査役監査等の支援

303　組織の重要課題や経営戦略に関する監査

102　事業目的に沿った監査計画の存在

107　内部監査に必要な人材の十分な確保

406　業務に合わせた監査手法の設定

402　リスクアセスメントプロセスの確立

411　内部監査の人材育成と継続的教育

304　外部監査人（会計監査人）との連携

417　他のリスク管理部門等との協働

205　内部監査の情報発信への期待

419　内部監査人の社外活動、資格取得の支援

413　内部監査の品質管理

412　内部監査のパフォーマンスに関する
被監査部門からのフィードバック

410　システム監査の実施

407　協働チームによる監査の実施

418　ＥＲＭ活動への関与

420　ベストプラクティスへの取り組み

416　継続的モニタリング／監査の仕組みの導入

405　ＣＳＡの活用

108　人事的なキャリアパスとローテーション

414　監査支援ソフトの活用

408　アウトソースの活用

415　外部の第三者による内部監査の品質評価

項目の並び順は、属性間の差
が見やすいよう、平均スコアの
高いものから順に並べている。

①製造業（素材型）
N=66

②製造業（加工型）
N=137

③非製造業（金融・保険除く）
N=159

④金融・保険
N=51

⑤その他
N=44

【図表９】業種による平均スコアの違い
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110　社内情報へのアクセス権

301　監査役との連係

401　内部監査プロセスの確立

204　内部監査のコンサルティング機能への期待

103　経営者とのコミュニケーション

403　リスクアプローチに基づく個別監査計画の策定

104　経営者の指導力及び内部監査へのサポート

404　適時適切な監査対象の選定

302　監査役監査等の支援

303　組織の重要課題や経営戦略に関する監査

102　事業目的に沿った監査計画の存在

107　内部監査に必要な人材の十分な確保

406　業務に合わせた監査手法の設定

402　リスクアセスメントプロセスの確立

411　内部監査の人材育成と継続的教育

304　外部監査人（会計監査人）との連携

417　他のリスク管理部門等との協働

205　内部監査の情報発信への期待

419　内部監査人の社外活動、資格取得の支援

413　内部監査の品質管理

412　内部監査のパフォーマンスに関する
被監査部門からのフィードバック

410　システム監査の実施

407　協働チームによる監査の実施

418　ＥＲＭ活動への関与

420　ベストプラクティスへの取り組み

416　継続的モニタリング／監査の仕組みの導入

405　ＣＳＡの活用

108　人事的なキャリアパスとローテーション

414　監査支援ソフトの活用

408　アウトソースの活用

415　外部の第三者による内部監査の品質評価

項目の並び順は、属性間の差が
見やすいよう、平均スコアの高い
ものから順に並べている。

①1人 N=42 ②2～3人 N=137 ③4～5人 N=91 ④6～10人 N=94

⑤11～20人 N=48 ⑥21～50人 N=32 ⑦51人以上 N=13

【図表10】内部監査人の人数による平均スコアの違い
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104　経営者の指導力及び内部監査へのサポート

404　適時適切な監査対象の選定

302　監査役監査等の支援

303　組織の重要課題や経営戦略に関する監査

102　事業目的に沿った監査計画の存在

107　内部監査に必要な人材の十分な確保

406　業務に合わせた監査手法の設定

402　リスクアセスメントプロセスの確立

411　内部監査の人材育成と継続的教育

304　外部監査人（会計監査人）との連携

417　他のリスク管理部門等との協働

205　内部監査の情報発信への期待

419　内部監査人の社外活動、資格取得の支援

413　内部監査の品質管理

412　内部監査のパフォーマンスに関する
被監査部門からのフィードバック

410　システム監査の実施

407　協働チームによる監査の実施

418　ＥＲＭ活動への関与

420　ベストプラクティスへの取り組み

416　継続的モニタリング／監査の仕組みの導入

405　ＣＳＡの活用

108　人事的なキャリアパスとローテーション

414　監査支援ソフトの活用

408　アウトソースの活用

415　外部の第三者による内部監査の品質評価

項目の並び順は、属性間の差が
見やすいよう、平均スコアの高い
ものから順に並べている。

①0人
  N=271

②1～2人
  N=135

③3～5人
  N=29

④6～10人
  N=11

⑤10人以上
   N=11

【図表11】ＣＩＡ人数による平均スコアの違い
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と考えられるが、調査項目の内容がＣＩＡに

とって馴染のある表現であるものも多いこと

から、自己評価が高めの回答となった傾向も

あるのかもしれない。このような状況を考慮

したとしても、ＣＩＡが多い企業では、内部

監査の成熟度向上に向けた取組みがより進ん

でいると考えられる。

４．企業別全項目平均スコア分布状況
【図表12】は、各会社別の「全項目平均ス

コア」の分布状況である。「全項目平均スコ

ア」は、39項目の評価点合計を項目数39で除

したものである。

全458社の平均は2.33で、標準偏差（σ）は

0.73であった。多少凸凹があるものの、おお

むね正規分布に近いといえる。

各社の「全項目平均スコア」を、標準偏差

を指標にクラス分類（【図表13】）したので参

考にされたい。

５．「内部監査の成熟度モデル」の活用
状況について

⑴　活用度による比較
　　『活用している企業は成熟度が高い
　　傾向』

この「内部監査の成熟度モデル」の調査は

過去２回実施していることから、今回は活用

状況を聞く設問を設けた。活用状況別に平均

スコアを比較したのが【図表14】である。

何らかの形で利用していると回答した企業

（③〜⑤）と、特に利用していない企業（①、

②）と比較すると、利用していると回答した

企業は全体的にスコアが高くなっている。こ

のモデルを用いて自己評価をすることによ

り、自社の課題の発見につながり、改善活動

を進めたり、少なくとも意識の向上に役立っ

たのではないかと考えら

れる。

特に、件数は９社と少

ないものの、経営層との

コミュニケーションに利

用している企業の平均ス

コアの高さは顕著であっ

た。経営者とのコミュニ

ケーションを伴う項目の

ほか、「401　内部監査プ

ロセスの確立」「402　リ

スクアセスメントプロセ

スの確立」「413　内部監

査の品質管理」など内部

監査プロセスに関する項

0
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40
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60

会社数

全項目の平均

全社平均 2.33
標準偏差σ 0.73
補助線は平均±σ、2σ

F E D C B A

5.04.84.64.44.24.03.83.63.43.23.02.82.62.42.22.01.81.61.41.21.00.80.60.40.2

【図表12】会社別　全項目平均スコアの分布状況

区分 全項目平均スコア 定義（σ＝標準偏差＝0.73） 偏差値でいうと 件数（社） 構成比
Aグループ 3.8以上 平均＋2σ　以上 70以上  11 2%
Bグループ 3.1 ～3.8未満 平均＋σ　～　平均＋2σ 60 ～70  69 15%
Cグループ 2.3 ～3.1未満 平均　～　平均＋σ 50 ～60 146 32%
Dグループ 1.6 ～2.3未満 平均－σ　～　平均 40 ～50 154 34%
Eグループ 0.9 ～1.6未満 平均－2σ　～　平均－σ 30 ～40  76 17%
Fグループ 0.9未満 平均－2σ　未満 30以下   2 0.4%

【図表13】クラス分類
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101　内部監査の独立性

201　被監査部門との関係における
内部監査人の精神的な独立性

105　監査対象の網羅性

109　十分な予算の確保

202　内部監査への期待、及び監査への対応

203　内部監査による指摘・勧告等への対応状況

409　監査のフォローアップ

106　内部監査部門長の役割と責任の明確化

110　社内情報へのアクセス権

301　監査役との連係

401　内部監査プロセスの確立

204　内部監査のコンサルティング機能への期待

103　経営者とのコミュニケーション

403　リスクアプローチに基づく個別監査計画の策定

104　経営者の指導力及び内部監査へのサポート

404　適時適切な監査対象の選定

302　監査役監査等の支援

303　組織の重要課題や経営戦略に関する監査

102　事業目的に沿った監査計画の存在

107　内部監査に必要な人材の十分な確保

406　業務に合わせた監査手法の設定

402　リスクアセスメントプロセスの確立

411　内部監査の人材育成と継続的教育

304　外部監査人（会計監査人）との連携

417　他のリスク管理部門等との協働

205　内部監査の情報発信への期待

419　内部監査人の社外活動、資格取得の支援

413　内部監査の品質管理

412　内部監査のパフォーマンスに関する
被監査部門からのフィードバック

410　システム監査の実施

407　協働チームによる監査の実施

418　ＥＲＭ活動への関与

420　ベストプラクティスへの取り組み

416　継続的モニタリング／監査の仕組みの導入

405　ＣＳＡの活用

108　人事的なキャリアパスとローテーション

414　監査支援ソフトの活用

408　アウトソースの活用

415　外部の第三者による内部監査の品質評価

項目の並び順は、属性間の
差が見やすいよう、平均スコ
アの高いものから順に並べ
ている。

①今回初めて「内部監査の成熟度モデル」を知った  N=205
②評価のみ実施した（アンケートに回答したのみ等）  N=145
③内部監査の担当者として活用している  N=36
④内部監査部門として活用している  N=62
⑤経営層とのコミュニケーションにも活用している  N=9

【図表14】成熟度モデル活用状況による平均スコアの違い
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目の評価が高く、また、「418　ＥＲＭ活動へ

の関与」「416　継続的モニタリング／監査の

仕組みの導入」「108　人事的なキャリアパス

とローテーション」など、先進的な項目の取

組みを行っていることがうかがえた。

⑵　活用事例及び内部監査機能向上のため
の取組事例
記入いただいたフリーコメントで多くみら

れた内部監査の成熟度モデルの活用事例には

次のようなものがあった。

大きく層別すると次の３つのステップで使

われることが多いようである。

ステップ１　 現状把握（自社の内部監査機能

レベルの把握、現状分析、内部

監査品質評価）

ステップ２　課題出し（改善項目選定）

ステップ３　 伝達ツール（経営層への計画説

明、部門内／関係者内での教育

教材）

また成熟度モデルの活用とは別に、各企業

での内部監査機能向上のための取組事例を紹

介する。取組みは多岐に及ぶが、大きくは、

内部監査部門内での取組みと内部監査部門外

への取組みに分けられる。

内部監査部門内での取組みは、人材育成の

一環として、業務ローテーション（業務監査

とＩＴ監査、内部統制評価と内部監査など担

当入れ替えによる品質向上）、現場の管理職

を一定期間内部監査に従事させる、管理部門

の若手社員を海外拠点監査に同行させる、な

どがあった。また、他社の事件・不祥事事例

の対応を教材にする、過去の監査の特定意見

に至る理由や指摘事項の分析をメンバー全員

で共有するという事例もあった。

監査部外への取組みは、ＩＳＯ監査、監査

役監査との合同監査、Ｊ－ＳＯＸとの融合、

主要な部門との定例的情報交換、被監査部門

への課題だけでない良い点のフィードバック

や、改善提案、社内への指摘事項説明、啓発、

広報活動などがみられた。

６．高スコア企業の取組例について
今回、種々の規模の企業の中から評価の高

い企業10社へのヒアリングを行った。主な取

組例を簡単に紹介したい。

＜内部監査の成熟度モデルの活用事例＞

１ ．モデルを基準に自社のレベルを評価し、

レベルアップしたい項目を選定して改善

目標としている。

２ ．メンバー全員がモデルを基準に評価す

ることで、平均的なレベルとの乖離や管

理職とメンバー間の認識の乖離について

共有している。

３ ．自社の監査業務の見直しに活用してい

る。

４ ．外部品質評価を受ける際に、評価基準

の１つとして活用した。

５．内部監査の品質評価に活用している。

Ａ社：平均3.8　内部監査人の人数　④６～10名　『内部監査は人材育成に尽きる』
・２か月に１回グループの監査人が一堂に会して「グループ連絡会」を実施し、外部講師による講

演会などを行っている。実際に集まることの意義は、同じ監査人としての悩みを共有することに
よるモチベーションの維持である（辛いのは自分だけではない）。

・監査部門長は、監査報告書を承認するにあたり、つじつまがあっているか、監査調書の記載とあ
っているか、経営のためになるのか、といった視点でくまなくチェックする。

・型にはまった監査ばかりでは監査人が考えなくなる。材料を与えて考えるように仕向けている。
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Ｂ社：平均3.7　内部監査人の人数　⑥21～50名　『リスクアプローチに特化』
・リスクアプローチによるテーマ監査を実施しており、部署別監査は行っていない。リスクの定量

化は難しく大・中・小の3段階で評価。定量化する検討時間がもったいないので、経営トップの
意見を尊重し、関係者の認識が一致すればそれで十分としている。

・経営トップ、人事部が共通認識として「監査部は人材養成機関である」と考えており、実際に監
査部出身者から本社部長や海外子会社のトップを輩出している。

Ｃ社：平均3.6　内部監査人の人数　⑥21～50名　『徹底したフォローアップ』
・部門監査形式からテーマ監査形式に移行してきている。テーマ選定は、全社リスク管理活動との

連携による情報、会社業績などの評価、上位マネジメントや監査役へのインタビューからのリス
ク評価によって行っている。

・フォローアップは、指摘事項のすべてに対して対応完了まで追い込んで実施している。

Ｄ社：平均3.2　内部監査人の人数　③４～５名　『経営の意向に沿った監査人の確保』
・人数は少ないが、メンバーは執行役員・部長・子会社の社長・監査役経験者であり、経営の視点

での監査を実施してほしいとの経営者の意向が表れている。
・昨年初めて内部監査協会による外部評価を受けた。内部評価には「内部監査の成熟度モデル」も

利用した。

Ｅ社：平均4.0　内部監査人の人数　⑦51名以上　『監査人のソフトスキルを育成』
・経営者への監査報告は、実際にその監査を担当した個別監査のチーフが実施するようにしている。

事前に監査部門内で報告のリハーサルを実施する。
・ライティング能力向上のため、報告書がわかりやすく書かれているか、ベテラン監査人による添

削指導をするほか、社内講師によるプレゼン研修を行っている。

Ｆ社：平均3.6　内部監査人の人数　④６～10名　『改善提案の有効性を検証』
・監査報告提出後、部門から改善の回答書が出されたのち、その内容が有効かどうか部門、担当役

員を交えて検討会を行っている。そのやり方に変えてから、発見事項が大幅に減った。
・月１回、発見事項について部内で話合い、情報共有している。

Ｈ社：平均3.5　内部監査人の人数　②２～３名　『小規模でも有効な継続的モニタリング』
・往査の形ではなく、営業本部の取引調査や取引先への支払業務チェックを、監査部門が管理部門

へ実施方法を呈示してモニタリングしている。

Ｉ社：平均3.7　内部監査人の人数　⑤11～20名　『監査人の資格取得の支援が厚い』
・外部評価を受けた結果を受けて、内部監査の仕事の仕方を全面的に見直した。
・ＱＩＡは全員取得、ＣＩＡ取得のための費用は、講座受講・受験料ともに会社が全額負担。
・室内勉強会を月１回実施（労基法、36協定、建業法、下請法など）

Ｊ社：平均3.7　内部監査人の人数　⑤11～20名　『監査人にＣＰＥを義務付け』
・資格の有無にかかわらず、年間一定時間以上の講座受講等の学習を必須とし、勉強したことの発

表会を実施。
・経営者の発言や経営レベルの会議の議事録などからも、経営ニーズを常に把握。

Ｇ社：平均3.2　内部監査人の人数　⑤11～20名　『社長からのメッセージは強力』
・社長への監査報告は面前ではなく書面によるものだが、社長は報告書に手書きでコメントしてく

れる。そのため、監査対象部署が行動を起こす面で大きな助けになっている。
・過去の不正事例を蓄積した情報共有BOXを作成しており、リスクアセスメントにも利用している。
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評価の高い企業に共通していたのは、監査

報告だけにとどまらない「経営者とのコミュ

ニケーション」をよく行っていたことであっ

た。リスクの認識についてなど、比較的ざっ

くばらんな協議ができる関係が築かれてお

り、監査計画の立案へと結びついているよう

であった。もう１点は「監査人の育成」を重

視していることである。個人のスキル指導、

資格や教育支援、連絡会議等による情報共有

などさまざまな施策事例以外にも、監査が単

なる事務作業にならないような意識付けの工

夫や、人間性を高めることの重要性を伝える

ことなど、マインド面の育成をはかっている

ことが印象的であった。

□おわりに

この報告書をここまで読み進められてきた

読者は、内部監査の機能向上に相当の関心を

お持ちのことと思う。今回の報告書では、前

回までの分析にない新たな手法も取り入れ、

内部監査の機能向上にかかる現状把握、今後

の改善点の示唆等に役に立つものとなってい

ると自負している。

今回の調査分析を行う中では、

・内部監査の成熟度はほとんど向上したよう

に見えないが、これで良いのか

・内部監査部門長の異動が多く、種々の取組

みがあっても引継がれていないのではない

か

・内部監査の成熟度は結局のところ、経営者

と内部監査部門長で決まるのではないか

・ＣＩＡ資格保有者の人数と成熟度をリンク

させることは宣伝ととられかねないのでは

ないか

・内部監査職（ＣＩＡ含む）が専門職として

成熟していないから成熟度が高まらないの

ではないか

・内部監査人が企業を横断的に移動すること

が少なく、好事例が共有されていないので

はないか

・社会全体にまだまだ内部監査業務が認知さ

れていないから成熟度が高まらないのでは

ないか

等様々な議論があった。

現実には、超有名企業も含め内外様々な企

業において不正や不祥事が生じており、そう

いった事態に至る前に内部監査が発見できな

かったのか、機能していたのかとの疑問が涌

いてくるのも事実である。このような事象が

起きないよう、企業の内部において独立した

立場から、事前に防止し（抑制し）、監視し

（モニタリングし）、発見し、是正することに

力を発揮できる立場にあるのは内部監査部門

である。内部監査の実効性を高め、より適切

な企業運営、組織運営に寄与していくことは、

今後とも組織内外から更に強く求められ、期

待も大きいと思われる。

内部監査が、求められる本来の機能を発揮

できているかを評価・確認し、より発揮でき

るように手を打ち前進させていくこともま

た、内部監査に求められる役割・機能のひと

つである。この報告書がそれを考える参考と

なれば幸いである。

 （注：メンバーの氏名は2016年１月現在）

＜ＣＩＡフォーラム研究会No.ａ１（ガバナンス・監査役研究会）メンバー＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順・敬称略）

座長：三木 明美
メンバー：安藤 学子、緒方 裕子、樫原 忠、金森 淳二、木村 行成、倉持 保彦、
　　　　　塩見 之郎、芹沢 清 、高木 信二、高瀬 浩幸、竹内 博史、中村 正樹、
　　　　　森居 達郎、山本 邦博、吉本 康徳
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重

し
て

お
り

、
実

際
の

運
営

に
お

い
て

も
内

部
監

査
へ

の
干

渉
や

介
入

は
皆

無
で

あ
る

。

10
2

＜
事

業
目

的
に

沿
っ

た
監

査
計

画
の

存
在

＞
内

部
監

査
部

門
の

監
査

活
動

が
ど

れ
だ

け
会

社
の

経
営

戦
略

を
反

映
し

、
更

に
内

部
監

査
活

動
は

会
社

の
経

営
戦

略
に

ど
れ

だ
け

影
響

を
与

え
て

い
る

か
。

内
部

監
査

部
門

の
監

査
活

動
は

、
経

営
者

に
よ

っ
て

策
定

さ
れ

た
経

営
戦

略
に

基
づ

き
、

事
業

目
的

の
達

成
を

支
援

す
る

形
で

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

内
部

監
査

部
門

は
、

経
営

戦
略

と
は

関
係

な
く

監
査

活
動

を
行

っ
て

い
る

。（
経

営
戦

略
を

意
識

し
な

い
で

行
っ

て
い

る
）

内
部

監
査

部
門

は
、

各
業

務
部

門
か

ら
中

期
計

画
、

年
間

計
画

、
月

次
執

行
状

況
等

を
取

り
よ

せ
、

こ
れ

ら
の

内
容

確
認

を
実

施
し

た
上

で
監

査
計

画
を

策
定

す
る

。
こ

の
限

り
に

お
い

て
監

査
計

画
は

事
業

目
的

に
沿

っ
て

い
る

と
言

え
る

。

内
部

監
査

部
門

は
、

各
業

務
部

門
の

業
務

計
画

等
を

事
後

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

す
る

こ
と

に
加

え
、

組
織

の
重

要
な

事
業

戦
略

に
つ

い
て

は
、

会
議

に
出

席
し

て
情

報
を

収
集

し
て

い
る

。
内

部
監

査
部

門
の

活
動

は
組

織
の

経
営

戦
略

に
（

内
部

監
査

の
独

立
性

を
阻

害
し

な
い

形
で

）
一

定
の

影
響

を
与

え
て

い
る

。

内
部

監
査

部
門

に
よ

る
、

経
営

戦
略

の
検

証
に

よ
っ

て
、

組
織

の
事

業
目

的
に

沿
っ

た
形

で
監

査
計

画
が

立
て

ら
れ

、
さ

ら
に

期
中

に
お

い
て

も
、

適
時

に
そ

の
監

査
計

画
が

見
直

さ
れ

た
上

で
、

監
査

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
監

査
活

動
の

結
果

は
経

営
者

に
よ

り
次

回
の

経
営

戦
略

の
策

定
に

お
い

て
活

用
さ

れ
て

い
る

。

10
3

＜
経

営
者

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
＞

内
部

監
査

部
門

と
経

営
者

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

内
容

・
方

法
・

頻
度

は
必

要
に

し
て

十
分

か
。

内
部

監
査

部
門

と
経

営
者

と
の

間
に

お
い

て
双

方
か

ら
積

極
的

に
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
と

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

部
門

と
経

営
者

と
の

間
で

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

取
れ

て
い

な
い

。

経
営

者
か

ら
内

部
監

査
部

門
（

長
）

に
対

し
て

必
要

に
応

じ
て

指
示

・
照

会
等

が
あ

る
、

あ
る

い
は

内
部

監
査

部
門

（
長

）
か

ら
経

営
者

に
対

し
て

必
要

に
応

じ
て

報
告

、
要

望
、

照
会

等
を

行
っ

て
い

る
。

内
部

監
査

規
程

等
に

基
づ

き
、

月
次

・
四

半
期

等
定

期
的

に
会

合
を

開
催

し
て

意
見

・
情

報
交

換
を

実
施

し
、

経
営

者
か

ら
指

示
・

照
会

等
、

あ
る

い
は

内
部

監
査

部
門

（
長

）
か

ら
報

告
、

要
望

、
照

会
等

を
行

っ
て

い
る

。

内
部

監
査

規
程

等
に

基
づ

き
、

月
次

・
四

半
期

等
定

期
的

に
会

合
を

開
催

し
て

、
加

え
て

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
随

時
に

、
年

間
監

査
計

画
等

に
則

っ
た

内
部

監
査

活
動

に
関

し
て

具
体

的
な

意
見

・
情

報
交

換
を

実
施

し
て

い
る

。
ま

た
、

必
要

な
場

合
は

そ
の

記
録

を
残

し
、

別
途

適
切

な
メ

ン
バ

ー
に

よ
る

会
合

を
開

催
し

、
継

続
的

に
経

営
者

と
内

部
監

査
部

門
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
維

持
・

強
化

し
て

い
る

。

10
4

＜
経

営
者

の
指

導
力

及
び

内
部

監
査

へ
の

サ
ポ

ー
ト

＞
経

営
会

議
等

で
、

内
部

監
査

報
告

が
定

期
的

に
議

論
さ

れ
、

経
営

者
自

ら
が

議
論

・
検

討
・

是
正

措
置

を
講

じ
て

い
る

か
。

経
営

者
は

内
部

統
制

を
整

備
・

運
用

す
る

役
割

を
有

し
て

い
る

。
こ

の
役

割
を

達
成

す
る

為
に

経
営

者
は

内
部

監
査

部
門

の
機

能
を

有
効

に
活

用
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

経
営

者
（

経
営

ト
ッ

プ
）

に
内

部
監

査
結

果
を

報
告

し
て

い
な

い
。

経
営

者
（

経
営

ト
ッ

プ
）

へ
内

部
監

査
報

告
を

実
施

す
る

機
会

が
あ

り
、

経
営

者
自

身
の

関
心

事
に

つ
い

て
個

別
に

質
問

や
指

示
を

行
う

こ
と

は
あ

る
。

た
だ

し
、

経
営

会
議

等
で

経
営

陣
が

内
部

監
査

報
告

を
定

期
的

に
議

論
す

る
機

会
は

な
い

。

経
営

会
議

等
で

定
期

的
に

内
部

監
査

報
告

を
議

論
し

て
い

る
。

た
だ

し
、

監
査

報
告

に
と

ど
ま

っ
て

お
り

、
内

部
監

査
報

告
の

重
要

事
項

に
つ

い
て

経
営

陣
が

積
極

的
に

議
論

・
検

討
し

て
い

な
い

、
あ

る
い

は
被

監
査

部
門

の
講

じ
た

是
正

措
置

等
ま

で
確

認
し

て
い

な
い

等
の

理
由

に
よ

り
会

議
が

活
性

化
し

て
い

な
い

。

経
営

会
議

等
で

定
期

的
に

内
部

監
査

報
告

を
議

論
し

て
い

る
。

そ
の

運
営

プ
ロ

セ
ス

は
規

程
に

よ
り

明
確

に
さ

れ
て

お
り

、
経

営
陣

が
内

部
監

査
報

告
を

も
と

に
、

被
監

査
部

門
の

講
じ

た
是

正
措

置
も

含
め

て
積

極
的

に
議

論
・

検
討

し
て

い
る

。
ま

た
、経

営
ト

ッ
プ

は
経

営
会

議
等

で
、

是
正

勧
告

を
受

け
た

部
門

の
担

当
役

員
に

対
応

方
針

の
説

明
を

求
め

る
、

あ
る

い
は

是
正

す
べ

き
点

に
つ

い
て

見
直

し
を

指
示

す
る

な
ど

、
内

部
監

査
機

能
を

活
用

し
た

組
織

と
し

て
の

内
部

統
制

強
化

に
積

極
的

で
あ

る
。

な
お

、
内

部
監

査
は

そ
の

属
性

か
ら

し
て

、
被

監
査

部
門

か
ら

抵
抗

、
批

判
、

な
い

し
実

質
的

妨
害

を
受

け
や

す
い

こ
と

を
経

営
ト

ッ
プ

が
理

解
し

て
お

り
、

必
要

に
応

じ
内

部
監

査
機

能
を

サ
ポ

ー
ト

し
て

い
る

。
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10
5

＜
監

査
対

象
の

網
羅

性
＞

実
質

的
な

内
部

監
査

の
対

象
業

務
範

囲
は

必
要

に
し

て
十

分
か

。
ま

た
、

組
織

内
に

そ
の

認
識

が
浸

透
し

て
い

る
か

。

通
常

、
内

部
監

査
の

対
象

は
、

社
内

「
全

」
業

務
と

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
が

多
い

の
だ

が
、

そ
れ

が
運

用
上

も
担

保
さ

れ
、

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

内
部

監
査

規
程

等
で

対
象

業
務

範
囲

の
網

羅
性

が
担

保
さ

れ
て

い
な

い
。

内
部

監
査

規
程

等
で

対
象

業
務

範
囲

の
制

限
な

い
こ

と
が

明
示

さ
れ

て
い

る
に

も
拘

わ
ら

ず
、

監
査

資
源

（
要

員
・

ス
キ

ル
・

予
算

等
）

の
制

約
、

被
監

査
部

門
と

の
力

関
係

な
ど

か
ら

、
監

査
対

象
と

し
た

こ
と

の
な

い
重

要
な

業
務

が
多

数
存

在
す

る
。

内
部

監
査

規
程

等
で

業
務

範
囲

の
制

限
な

い
こ

と
が

明
示

さ
れ

て
い

る
が

、
監

査
資

源
（

要
員

・
ス

キ
ル

・
予

算
等

）
の

制
約

、
被

監
査

部
門

と
の

力
関

係
な

ど
か

ら
、

一
部

内
部

監
査

の
対

象
と

し
た

こ
と

の
な

い
分

野
が

存
在

す
る

。

内
部

監
査

規
程

等
で

監
査

対
象

の
網

羅
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

。
海

外
支

店
・

現
地

法
人

、
グ

ル
ー

プ
会

社
等

の
対

象
拠

点
の

網
羅

性
に

加
え

、
IT

分
野

、
経

営
企

画
、

人
事

、
不

正
リ

ス
ク

へ
の

対
応

等
、

対
象

業
務

の
網

羅
性

も
確

保
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

合
併

・
提

携
・

出
資

と
い

っ
た

経
営

判
断

プ
ロ

セ
ス

も
可

能
な

範
囲

で
監

査
対

象
と

な
っ

て
い

る
。

10
6

＜
内

部
監

査
部

門
長

の
役

割
と

責
任

の
明

確
化

＞
内

部
監

査
部

門
部

門
長

の
職

務
責

任
と

役
割

が
、

明
確

で
あ

り
、

実
行

さ
れ

て
い

る
か

。

内
部

監
査

業
務

を
有

効
に

継
続

し
て

い
く

た
め

に
は

、
監

督
者

と
し

て
の

内
部

監
査

部
門

長
の

職
務

責
任

と
指

導
的

な
役

割
が

重
要

で
あ

り
、

II
A

の
実

施
基

準
も

内
部

監
査

部
門

長
の

役
割

と
ベ

ス
ト

プ
ラ

ク
テ

ィ
ス

を
定

め
て

い
る

。

内
部

監
査

部
門

が
存

在
せ

ず
、

内
部

監
査

部
門

長
も

存
在

し
な

い
。

内
部

監
査

を
実

施
す

る
部

署
が

あ
り

、
内

部
監

査
部

門
長

が
存

在
す

る
が

、
専

任
で

は
な

く
他

部
門

を
兼

務
し

て
い

る
。

専
任

の
内

部
監

査
部

門
長

が
お

り
、

職
務

責
任

が
定

め
ら

れ
て

い
る

。
取

締
役

会
や

社
長

が
承

認
し

た
監

査
方

針
と

年
度

監
査

計
画

に
基

づ
き

監
査

業
務

を
行

っ
て

い
る

。

役
員

ク
ラ

ス
以

上
の

経
営

管
理

者
の

内
部

監
査

部
門

長
が

専
任

で
配

置
さ

れ
、

実
質

的
に

も
社

内
へ

の
影

響
力

を
確

保
し

て
い

る
。

内
部

監
査

部
門

長
は

、
会

社
の

業
務

知
識

を
熟

知
し

、
見

識
を

備
え

る
に

と
ど

ま
ら

ず
、

内
部

監
査

業
務

遂
行

に
必

要
な

知
識

と
経

験
が

あ
り

、
業

界
の

ベ
ス

ト
プ

ラ
ク

テ
ィ

ス
、

他
社

の
優

良
事

例
を

理
解

し
、

そ
の

吸
収

、
業

務
へ

の
応

用
に

努
め

て
い

る
。

10
7

＜
内

部
監

査
に

必
要

な
人

材
の

十
分

な
確

保
＞

組
織

に
と

っ
て

必
要

な
内

部
監

査
を

遂
行

す
る

の
に

十
分

な
知

識
・

能
力

･経
験

の
あ

る
人

材
を

配
し

て
い

る
か

。

内
部

監
査

業
務

に
必

要
な

人
材

が
質

・
量

と
も

に
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

、
必

要
に

応
じ

不
足

人
材

の
補

充
・

補
完

等
の

手
続

が
整

備
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

内
部

監
査

機
能

を
担

っ
て

い
る

要
員

が
存

在
し

な
い

。

内
部

監
査

要
員

は
存

在
す

る
が

、
絶

対
数

が
少

な
く

、
ま

た
専

門
的

な
知

識
を

有
す

る
要

員
、

職
務

経
験

が
十

分
な

要
員

が
不

足
し

て
い

る
。

内
部

監
査

の
専

門
的

な
知

識
を

有
す

る
者

に
加

え
、

監
査

目
的

に
合

っ
た

多
様

な
職

種
･職

務
経

験
を

持
つ

者
か

ら
構

成
さ

れ
て

い
る

。

内
部

監
査

を
遂

行
す

る
の

に
必

要
な

知
識

・
能

力
･経

験
の

あ
る

人
材

が
十

分
に

確
保

さ
れ

て
い

る
。

人
材

が
不

足
す

る
場

合
に

は
、

社
内

各
部

署
か

ら
の

異
動

が
実

施
さ

れ
、

場
合

に
よ

っ
て

は
外

部
人

材
を

活
用

、
採

用
す

る
等

、
柔

軟
な

対
応

が
で

き
る

体
制

に
な

っ
て

い
る

。

10
8

＜
人

事
的

な
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
と

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
＞

内
部

監
査

部
門

の
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
は

明
確

に
な

っ
て

お
り

、
要

員
と

し
て

配
置

さ
れ

る
際

の
基

準
が

存
在

し
て

い
る

か
。

ま
た

、
内

部
監

査
部

門
が

幹
部

候
補

生
養

成
の

た
め

の
人

事
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

に
組

み
込

ま
れ

て
い

る
か

。

内
部

監
査

部
門

が
幹

部
候

補
生

養
成

の
為

の
重

要
な

部
署

の
ひ

と
つ

で
あ

る
こ

と
の

認
識

が
経

営
者

や
人

事
部

門
に

あ
り

、
実

際
に

そ
の

よ
う

に
運

用
さ

れ
、

組
織

の
中

で
も

そ
の

よ
う

に
認

識
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

内
部

監
査

人
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

は
考

慮
さ

れ
て

い
な

い
。

内
部

監
査

部
門

へ
の

要
員

の
配

置
基

準
も

な
い

。

内
部

監
査

人
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

が
明

確
で

は
な

く
、

要
員

の
配

置
の

基
準

が
明

確
で

は
な

い
が

、
慣

例
的

に
一

定
の

経
験

を
持

つ
人

材
が

配
置

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

人
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

、
要

員
の

配
置

基
準

も
明

確
に

な
っ

て
お

り
、

一
定

の
業

務
経

験
を

持
つ

人
材

が
配

置
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
内

部
監

査
部

門
に

配
属

さ
れ

る
職

員
は

業
務

経
験

を
積

ん
だ

シ
ニ

ア
な

職
員

が
多

い
も

の
の

、
少

数
な

が
ら

優
秀

な
若

手
職

員
が

配
属

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
一

方
、

内
部

監
査

部
門

で
得

た
内

部
統

制
等

の
知

識
・

経
験

を
活

か
す

べ
く

、
社

内
各

部
署

に
内

部
監

査
部

門
か

ら
の

異
動

が
行

わ
れ

て
い

る
。

幹
部

候
補

生
に

は
内

部
監

査
（

内
部

統
制

）
の

理
解

が
必

須
と

な
っ

て
お

り
、

内
部

監
査

部
門

の
経

験
が

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

と
な

っ
て

い
る

。
内

部
監

査
部

門
に

は
、

幹
部

候
補

生
養

成
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
も

あ
り

、
内

部
監

査
部

門
か

ら
各

部
署

に
人

材
を

輩
出

し
て

い
る

。

10
9

＜
十

分
な

予
算

の
確

保
＞

内
部

監
査

部
門

予
算

は
、

業
務

運
営

に
か

か
る

経
費

の
み

な
ら

ず
、

研
修

費
用

な
ど

内
部

監
査

の
将

来
の

価
値

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
予

算
も

含
め

て
確

保
さ

れ
て

い
る

か
。

内
部

監
査

部
門

が
、

活
動

で
き

る
た

め
の

十
分

な
予

算
を

確
保

で
き

て
い

る
こ

と
は

内
部

監
査

活
動

の
前

提
で

あ
る

。

内
部

監
査

部
門

の
予

算
は

監
査

計
画

と
対

応
し

て
お

ら
ず

不
十

分
で

あ
る

。

監
査

計
画

を
遂

行
す

る
た

め
の

予
算

は
十

分
で

は
な

い
。

予
算

は
頻

繁
に

削
減

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
監

査
計

画
が

変
更

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

こ
と

も
あ

る
。

監
査

計
画

を
遂

行
す

る
た

め
の

予
算

は
、

十
分

で
あ

る
。

た
だ

し
、

内
部

監
査

の
品

質
向

上
に

資
す

る
た

め
の

予
算

（
教

育
費

、
監

査
ツ

ー
ル

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
等

）
は

、
考

慮
さ

れ
て

い
な

い
。

監
査

計
画

を
遂

行
す

る
た

め
の

予
算

は
十

分
で

あ
る

。
内

部
監

査
の

品
質

向
上

の
た

め
の

予
算

（
教

育
費

、
監

査
ツ

ー
ル

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
等

）
も

継
続

的
に

支
出

さ
れ

、有
効

に
活

用
さ

れ
て

い
る

。

11
0

＜
社

内
情

報
へ

の
ア

ク
セ

ス
権

＞
内

部
監

査
部

門
の

ア
ク

セ
ス

権
は

制
限

な
く

、
確

保
さ

れ
て

い
る

か
。

内
部

監
査

部
門

は
、

社
内

の
す

べ
て

の
分

野
の

情
報

に
対

し
て

制
限

な
く

ア
ク

セ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
ま

た
、

こ
の

ア
ク

セ
ス

権
は

、
内

部
監

査
規

程
等

で
明

文
化

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

望
ま

し
い

と
言

え
る

。

内
部

監
査

部
門

は
、

監
査

業
務

に
必

要
な

情
報

に
ア

ク
セ

ス
で

き
な

い
。

内
部

監
査

部
門

は
、

監
査

業
務

に
必

要
な

情
報

に
ア

ク
セ

ス
で

き
る

が
、

制
約

が
あ

る
。

内
部

監
査

部
門

は
、

監
査

業
務

に
必

要
な

情
報

に
制

限
な

く
ア

ク
セ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該

ア
ク

セ
ス

権
が

内
部

監
査

規
程

等
で

明
文

化
さ

れ
て

い
る

。

内
部

監
査

部
門

は
、

社
内

の
す

べ
て

の
分

野
の

情
報

に
制

限
な

く
ア

ク
セ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

ア
ク

セ
ス

権
及

び
、

被
監

査
部

門
の

資
料

提
出

義
務

が
内

部
監

査
規

程
等

で
明

文
化

さ
れ

て
お

り
、組

織
に

も
こ

の
こ

と
が

十
分

浸
透

し
、

実
際

に
そ

の
通

り
運

用
さ

れ
て

い
る

。
内

部
監

査
部

門
長

は
組

織
の

経
営

会
議

に
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
参

加
し

て
い

る
。
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（
２

）
被

監
査

部
門

20
1

＜
被

監
査

部
門

と
の

関
係

に
お

け
る

内
部

監
査

人
の

精
神

的
な

独
立

性
＞

内
部

監
査

人
は

、
偏

向
を

排
し

公
正

で
客

観
的

な
監

査
を

行
う

た
め

、
精

神
的

な
独

立
性

を
維

持
し

て
い

る
か

。

内
部

監
査

人
は

、
偏

向
を

排
し

公
正

で
客

観
的

な
監

査
を

行
う

た
め

、
精

神
的

な
独

立
性

を
維

持
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

内
部

監
査

人
の

独
立

性
が

な
く

、
被

監
査

部
門

の
意

向
を

斟
酌

し
な

が
ら

監
査

し
て

い
る

。

内
部

監
査

人
は

、
被

監
査

部
門

か
ら

の
要

求
、

圧
力

等
に

よ
っ

て
、

そ
の

意
見

形
成

、
評

価
を

変
更

す
る

こ
と

が
あ

る
。

内
部

監
査

人
は

被
監

査
部

門
か

ら
暗

黙
の

圧
力

を
受

け
る

こ
と

が
あ

る
が

、
職

業
倫

理
規

定
、

基
準

、
内

部
監

査
規

程
等

が
整

備
さ

れ
、

内
部

監
査

人
の

教
育

指
導

も
な

さ
れ

て
い

る
た

め
に

、
意

見
形

成
、

評
価

を
変

更
す

る
こ

と
は

な
い

。

内
部

監
査

人
の

精
神

的
な

独
立

性
を

維
持

す
る

た
め

、
職

業
倫

理
規

定
、

基
準

、
内

部
監

査
規

程
、教

育
指

導
内

容
等

が
定

期
的

に
見

直
さ

れ
、

継
続

的
に

改
善

が
な

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

か
ら

の
厳

し
い

指
摘

に
つ

い
て

も
、

内
部

監
査

人
は

公
正

不
偏

な
態

度
を

貫
き

、
被

監
査

部
門

と
は

事
実

に
基

づ
き

、
建

設
的

な
意

見
交

換
の

中
で

、
将

来
の

リ
ス

ク
低

減
の

た
め

の
施

策
を

協
議

し
て

い
る

。

20
2

＜
内

部
監

査
へ

の
期

待
、

及
び

監
査

へ
の

対
応

＞
被

監
査

部
門

か
ら

の
内

部
監

査
へ

の
期

待
が

あ
り

、
内

部
監

査
が

受
け

入
れ

ら
れ

て
い

る
か

。

通
常

の
内

部
監

査
を

受
け

る
時

の
、

被
監

査
部

門
の

内
部

監
査

へ
の

期
待

と
そ

の
対

応
の

受
容

度
は

内
部

監
査

の
成

熟
度

を
示

す
ひ

と
つ

の
指

標
と

な
り

え
る

。

内
部

監
査

が
拒

絶
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
。

内
部

監
査

へ
の

期
待

が
組

織
内

に
存

在
し

な
い

。

被
監

査
部

門
が

非
協

力
的

、
か

つ
監

査
担

当
窓

口
を

設
置

せ
ず

、
情

報
提

供
・

監
査

対
応

も
消

極
的

で
監

査
請

求
資

料
も

か
な

り
催

促
し

な
い

と
揃

わ
な

い
。「

監
査

に
は

で
き

れ
ば

来
て

ほ
し

く
な

い
」

と
の

認
識

が
組

織
内

に
広

が
っ

て
い

る
。

監
査

請
求

資
料

は
、

納
期

ま
で

に
取

り
揃

え
、

送
ら

れ
て

く
る

。
実

査
、

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

に
も

時
間

調
整

を
し

な
が

ら
応

じ
て

く
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

を
受

け
る

こ
と

に
理

解
は

あ
る

が
受

動
的

で
あ

る
。

被
監

査
部

門
の

責
任

者
は

、
内

部
監

査
機

能
を

積
極

的
に

受
け

入
れ

協
力

す
る

企
業

風
土

が
定

着
し

て
い

る
。

被
監

査
部

門
の

担
当

者
も

内
部

監
査

の
意

義
を

適
切

に
理

解
し

て
お

り
、

協
力

的
で

あ
る

。

20
3

＜
内

部
監

査
に

よ
る

指
摘

・
勧

告
等

へ
の

対
応

状
況

＞
内

部
監

査
実

施
後

、
内

部
監

査
部

門
か

ら
の

指
摘

・
勧

告
等

が
被

監
査

部
門

に
受

け
入

れ
ら

れ
、

改
善

が
実

施
さ

れ
て

い
る

か
。

内
部

監
査

部
門

の
指

摘
・

勧
告

等
が

被
監

査
部

門
に

受
け

入
れ

ら
れ

、
そ

の
改

善
が

自
発

的
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

内
部

監
査

部
門

か
ら

の
指

摘
・

勧
告

等
は

無
視

さ
れ

、
対

応
が

放
置

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

の
指

摘
・

勧
告

等
は

被
監

査
部

門
の

現
場

担
当

者
に

よ
っ

て
場

当
た

り
的

に
対

応
さ

れ
る

こ
と

も
あ

る
が

組
織

的
な

対
応

に
な

っ
て

お
ら

ず
、

指
摘

・
勧

告
等

が
無

視
さ

れ
、

対
応

が
放

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
。

内
部

監
査

の
指

摘
・

勧
告

等
は

被
監

査
部

門
の

責
任

者
に

報
告

す
る

社
内

手
続

が
あ

る
。

当
該

被
監

査
部

門
か

ら
改

善
計

画
書

を
受

け
取

る
ル

ー
ル

に
な

っ
て

お
り

、
指

摘
・

勧
告

等
に

基
づ

く
対

応
は

実
施

さ
れ

て
い

る
。

改
善

計
画

内
容

が
、

被
監

査
部

門
で

確
実

に
実

施
さ

れ
不

備
事

項
等

が
改

善
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
そ

の
日

常
的

監
視

体
制

も
構

築
さ

れ
て

、
再

度
不

備
が

起
こ

る
リ

ス
ク

が
軽

減
さ

れ
て

い
る

。
さ

ら
に

必
要

に
応

じ
、

不
備

の
類

似
事

案
、

過
去

の
不

備
事

例
に

つ
い

て
も

洗
い

出
し

が
行

わ
れ

、
再

発
防

止
、

未
然

防
止

が
徹

底
さ

れ
て

い
る

。

20
4

＜
内

部
監

査
の

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

機
能

へ
の

期
待

＞
被

監
査

部
門

な
ど

に
対

す
る

内
部

統
制

の
構

築
・

運
用

に
関

す
る

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

、
即

ち
改

善
提

言
、

助
言

等
が

実
施

さ
れ

て
い

る
か

。

内
部

監
査

部
門

が
被

監
査

部
門

か
ら

内
部

統
制

の
専

門
家

と
し

て
認

知
・

信
頼

さ
れ

、
内

部
監

査
部

門
が

内
部

統
制

の
構

築
・

運
用

に
つ

い
て

提
言

す
る

こ
と

が
被

監
査

部
門

か
ら

期
待

さ
れ

て
い

る
、

ま
た

、
内

部
監

査
部

門
が

そ
れ

ら
の

期
待

に
応

え
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
、

企
業

価
値

向
上

に
貢

献
す

る
内

部
監

査
活

動
と

い
え

る
の

で
は

な
い

だ
ろ

う
か

。

内
部

監
査

部
門

は
不

備
の

指
摘

は
す

る
も

の
の

、
改

善
提

言
を

実
施

し
て

い
な

い
。

内
部

監
査

部
門

は
不

備
の

指
摘

を
し

た
上

で
改

善
提

言
は

実
施

す
る

も
の

の
、

実
現

性
が

考
慮

さ
れ

て
い

な
い

単
発

的
、

場
当

た
り

的
な

提
言

に
と

ど
ま

る
こ

と
が

多
い

。

内
部

監
査

部
門

と
し

て
、

準
拠

性
の

検
証

だ
け

で
な

く
規

程
自

体
の

有
効

性
や

不
備

等
の

評
価

を
実

施
し

、
態

勢
上

の
不

備
の

原
因

を
特

定
、

被
監

査
部

門
と

十
分

に
議

論
し

た
上

で
、

有
効

な
再

発
防

止
策

等
を

提
言

し
て

い
る

。

内
部

監
査

部
門

と
し

て
、

顕
在

化
し

た
リ

ス
ク

の
再

発
防

止
だ

け
で

な
く

、
業

務
量

の
増

大
、

規
制

変
更

等
に

起
因

す
る

将
来

の
リ

ス
ク

を
未

然
防

止
す

る
観

点
か

ら
、

管
理

高
度

化
に

関
す

る
提

言
を

行
っ

て
い

る
。

さ
ら

に
、

リ
ス

ク
が

小
さ

く
て

も
業

務
効

率
化

の
観

点
か

ら
の

効
率

化
提

言
も

実
施

し
て

い
る

。

20
5

＜
内

部
監

査
の

情
報

発
信

へ
の

期
待

＞
被

監
査

部
門

に
対

す
る

内
部

統
制

の
構

築
・

運
用

に
関

す
る

継
続

的
な

情
報

発
信

・
提

供

内
部

監
査

部
門

が
被

監
査

部
門

か
ら

内
部

統
制

の
専

門
家

と
し

て
認

知
・

信
頼

さ
れ

、
内

部
監

査
部

門
か

ら
の

情
報

発
信

･提
供

が
被

監
査

部
門

か
ら

期
待

さ
れ

て
い

る
こ

と
、

ま
た

、
内

部
監

査
部

門
が

そ
れ

ら
の

期
待

に
応

え
て

い
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

被
監

査
部

門
に

対
す

る
情

報
発

信
・

提
供

を
行

っ
て

い
な

い
。

内
部

監
査

部
門

の
紹

介
や

内
部

監
査

手
順

の
説

明
、

内
部

統
制

に
関

す
る

一
般

的
な

情
報

を
、

社
内

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

や
社

内
報

ま
た

は
メ

ー
ル

j配
信

な
ど

に
よ

っ
て

、
社

内
の

関
係

者
に

対
し

て
行

っ
て

い
る

。
た

だ
し

、
情

報
発

信
や

更
新

の
頻

度
は

定
期

的
で

は
な

く
、

散
発

的
で

あ
る

。

内
部

監
査

で
発

見
さ

れ
た

最
近

の
不

備
事

例
、

組
織

全
体

で
共

有
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

内
部

統
制

等
に

関
す

る
情

報
を

継
続

的
に

発
信

し
て

い
る

。

レ
ベ

ル
１

、
3に

記
載

さ
れ

た
監

査
関

連
情

報
に

加
え

、
特

定
の

業
務

や
プ

ロ
セ

ス
に

か
か

る
リ

ス
ク

情
報

、
好

事
例

を
定

期
的

に
発

信
し

て
い

る
。

さ
ら

に
そ

れ
ら

が
内

部
統

制
向

上
に

与
え

る
効

果
や

反
応

等
を

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

し
て

、
情

報
コ

ン
テ

ン
ツ

の
見

直
し

に
反

映
さ

せ
て

い
る

。

N
o.

設
問

設
問

の
狙

い
成

熟
度

レ
ベ

ル
　（

　
L0

　
～

　
L5

　
）

貴
社

の
レ

ベ
ル

存
在

し
な

い
L0

初
期

段
階

／
そ

の
場

対
応

L1
L2

プ
ロ

セ
ス

が
定

義
さ

れ
て

い
る

L3
L4

プ
ロ

セ
ス

が
改

善
さ

れ
て

い
る

L5
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（
３

）
監

査
役

、
外

部
監

査
人

30
1

＜
監

査
役

と
の

連
係

＞
内

部
監

査
部

門
と

監
査

役
と

は
役

割
を

認
識

し
た

上
で

、
重

複
を

排
し

、
監

査
の

効
率

性
・

実
効

性
を

高
め

る
た

め
、

当
該

年
度

に
お

け
る

監
査

の
基

本
方

針
、

重
点

課
題

、
対

象
部

門
、

個
別

テ
ー

マ
、

監
査

時
期

、
監

査
範

囲
等

を
相

互
に

確
認

し
て

い
る

か
。

監
査

役
監

査
と

内
部

監
査

の
目

的
及

び
対

象
は

厳
密

に
は

異
な

る
が

、
実

務
上

重
な

る
部

分
も

多
く

あ
る

。
内

部
監

査
部

門
と

し
て

は
、

こ
の

重
な

る
部

分
で

監
査

役
と

の
連

係
を

十
分

に
図

り
、

そ
れ

ぞ
れ

に
役

に
立

つ
よ

う
な

役
割

分
担

が
さ

れ
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

監
査

役
と

情
報

交
換

・
監

査
業

務
の

調
整

を
実

施
し

て
い

な
い

。（
双

方
と

も
他

方
の

情
報

を
得

て
い

な
い

）

必
要

に
応

じ
て

、
監

査
役

と
監

査
計

画
・

監
査

結
果

等
の

情
報

交
換

や
監

査
業

務
の

調
整

を
実

施
し

て
い

る
が

、
定

め
ら

れ
た

プ
ロ

セ
ス

と
は

な
っ

て
い

な
い

。

内
部

監
査

部
門

と
監

査
役

と
の

連
係

が
社

内
規

程
等

（
内

部
監

査
規

程
及

び
監

査
役

監
査

基
準

等
）

に
明

文
化

さ
れ

、
監

査
計

画
・

監
査

結
果

等
の

情
報

交
換

や
監

査
業

務
の

調
整

が
定

期
的

な
会

合
等

に
お

い
て

実
施

さ
れ

て
い

る
。

監
査

役
の

問
題

意
識

に
基

づ
く

内
部

監
査

部
門

へ
の

提
言

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
内

部
監

査
部

門
も

こ
れ

に
対

応
し

て
い

る
。

社
内

規
程

等
に

基
づ

き
、

定
期

的
な

会
合

を
開

催
し

て
、

加
え

て
随

時
、

年
間

監
査

計
画

等
に

則
っ

た
内

部
監

査
活

動
に

関
し

て
具

体
的

な
意

見
・

情
報

交
換

を
実

施
し

て
い

る
。

必
要

な
場

合
に

は
そ

の
記

録
を

残
し

、
別

途
適

切
な

メ
ン

バ
ー

に
よ

る
会

合
を

開
催

し
て

、
継

続
的

に
監

査
役

・
監

査
役

会
と

内
部

監
査

部
門

と
の

連
係

を
維

持
・

強
化

し
て

い
る

。
ま

た
定

例
的

に
お

互
い

の
当

該
年

度
監

査
方

針
・

重
点

監
査

項
目

を
確

認
し

、
重

複
を

排
し

、
監

査
の

効
率

性
・

実
効

性
に

配
慮

し
た

計
画

を
策

定
し

て
い

る
。

計
画

の
内

容
に

過
不

足
が

あ
る

と
判

断
さ

れ
た

場
合

に
は

、
調

整
し

、
対

処
し

て
い

る
。

30
2

＜
監

査
役

監
査

等
の

支
援

＞
監

査
役

監
査

の
支

援
・

補
完

を
必

要
な

範
囲

で
十

分
に

行
っ

て
い

る
か

。

一
般

に
、

専
門

的
な

監
査

知
識

・
経

験
が

十
分

と
は

言
え

ず
、

ス
タ

ッ
フ

も
必

ず
し

も
十

分
と

は
言

え
な

い
監

査
役

に
対

し
て

、
内

部
監

査
部

門
が

ど
の

よ
う

な
支

援
を

実
施

し
て

い
る

か
は

、
監

査
役

監
査

の
実

効
性

向
上

の
た

め
に

重
要

で
あ

る
。

内
部

監
査

結
果

を
監

査
役

に
報

告
し

て
い

な
い

。

内
部

監
査

結
果

を
報

告
す

る
際

、
監

査
役

か
ら

報
告

事
項

に
関

連
す

る
質

問
が

あ
り

、
そ

れ
に

対
し

て
内

部
監

査
部

門
か

ら
回

答
し

て
い

る
。

社
内

規
定

等
に

基
づ

き
内

部
監

査
結

果
を

監
査

役
に

定
期

的
に

報
告

し
て

い
る

。
監

査
役

監
査

の
支

援
の

一
助

と
し

て
、

監
査

役
か

ら
要

請
が

あ
る

場
合

は
、

内
部

監
査

部
門

が
内

部
統

制
シ

ス
テ

ム
の

整
備

・
運

用
状

況
の

評
価

を
行

い
、

監
査

役
監

査
に

そ
の

結
果

が
活

か
さ

れ
て

い
る

。

監
査

役
監

査
の

支
援

の
一

助
と

し
て

、
監

査
役

か
ら

要
請

が
あ

る
場

合
は

、
監

査
役

が
行

う
内

部
統

制
シ

ス
テ

ム
の

整
備

・
運

用
状

況
の

評
価

を
行

う
等

の
他

、内
部

監
査

と
し

て
ス

キ
ル

面
、

人
材

面
等

で
出

来
る

限
り

の
支

援
を

行
っ

て
い

る
。

例
え

ば
、

監
査

役
が

要
望

す
る

監
査

テ
ー

マ
の

検
討

・
実

施
、

重
大

な
リ

ス
ク

情
報

の
報

告
、

監
査

ツ
ー

ル
等

の
提

供
等

を
行

い
、

監
査

役
監

査
の

向
上

を
支

援
し

て
い

る
。

30
3

＜
組

織
の

重
要

課
題

や
経

営
戦

略
に

関
す

る
監

査
＞

組
織

の
重

要
課

題
や

経
営

戦
略

に
関

す
る

監
査

に
お

い
て

、
内

部
監

査
部

門
は

監
査

役
と

協
働

・
連

係
し

て
対

応
し

て
い

る
か

。

組
織

の
重

要
課

題
や

経
営

戦
略

に
関

す
る

監
査

に
お

い
て

は
、

経
営

陣
へ

の
直

接
的

な
改

善
提

言
と

な
る

こ
と

が
あ

り
、

効
果

的
で

実
効

性
の

あ
る

改
善

提
言

に
す

る
に

は
、

内
部

監
査

部
門

が
単

独
で

実
施

す
る

よ
り

、
監

査
役

と
の

協
働

・
連

係
を

考
慮

す
る

こ
と

が
重

要
な

場
合

が
あ

り
え

る
。

組
織

の
重

要
課

題
、

経
営

戦
略

に
つ

い
て

は
内

部
監

査
の

対
象

と
し

て
い

な
い

。

組
織

の
重

要
課

題
や

経
営

戦
略

に
関

し
て

は
内

部
監

査
の

対
象

と
し

て
い

る
も

の
の

、
社

内
規

程
等

で
は

監
査

役
と

の
協

働
、

連
係

を
図

る
旨

の
規

定
が

な
く

、
監

査
役

と
の

協
働

・
連

係
は

個
別

案
件

ベ
ー

ス
に

と
ど

ま
る

。

組
織

の
重

要
課

題
や

経
営

戦
略

に
関

し
て

は
内

部
監

査
の

対
象

と
し

て
お

り
、

社
内

規
程

等
で

監
査

役
と

の
協

働
・

連
係

を
図

る
旨

の
規

定
は

あ
る

も
の

の
、

実
態

的
に

は
監

査
役

と
の

十
分

な
協

議
や

意
見

の
す

り
合

わ
せ

が
十

分
で

は
な

い
。

監
査

役
か

ら
の

協
力

・
支

援
も

不
十

分
で

あ
る

。

組
織

の
重

要
課

題
や

経
営

戦
略

に
関

す
る

監
査

に
お

い
て

、
社

内
規

程
等

に
則

り
、

内
部

監
査

部
門

は
監

査
役

と
の

十
分

な
協

議
や

意
見

の
す

り
合

わ
せ

を
行

っ
た

上
で

監
査

を
実

施
し

て
い

る
。

監
査

役
も

積
極

的
に

内
部

監
査

の
監

査
活

動
を

協
力

・
支

援
し

、
監

査
役

監
査

に
お

い
て

も
内

部
監

査
の

監
査

結
果

等
を

活
用

し
て

い
る

。
監

査
役

と
の

協
働

・
連

係
の

あ
り

方
に

つ
い

て
不

断
に

見
直

し
が

行
わ

れ
、

よ
り

よ
い

協
働

・
連

係
に

向
け

て
内

部
監

査
部

門
・

監
査

役
双

方
が

努
力

し
て

い
る

。

30
4

＜
外

部
監

査
人

（
会

計
監

査
人

）
と

の
連

携
＞

内
部

監
査

部
門

と
外

部
監

査
人

と
の

連
携

を
図

る
た

め
、

定
例

的
に

情
報

交
換

の
た

め
の

会
議

等
を

開
催

し
て

い
る

か
。

内
部

監
査

活
動

に
あ

た
っ

て
、

外
部

監
査

人
の

監
査

計
画

や
監

査
結

果
を

有
効

に
活

用
し

て
い

る
か

。

外
部

監
査

人
は

通
常

会
計

監
査

を
行

う
前

提
と

し
て

、
業

務
プ

ロ
セ

ス
の

内
部

統
制

状
況

に
つ

い
て

監
査

を
行

う
。

こ
の

部
分

は
、

内
部

監
査

部
門

と
し

て
も

情
報

交
換

で
き

る
余

地
が

あ
る

。
こ

れ
を

有
効

に
活

用
す

る
こ

と
が

内
部

監
査

の
効

果
的

・
効

率
的

な
実

施
の

た
め

に
重

要
と

な
る

。

内
部

監
査

部
門

と
外

部
監

査
人

と
の

間
で

情
報

交
換

の
た

め
の

会
議

は
行

わ
れ

て
い

な
い

。
外

部
監

査
人

の
監

査
計

画
や

監
査

結
果

を
内

部
監

査
活

動
に

利
用

し
て

い
な

い
。

必
要

に
応

じ
て

外
部

監
査

人
と

意
見

・
情

報
交

換
を

実
施

し
、

双
方

か
ら

そ
れ

ぞ
れ

に
対

し
要

望
・

照
会

を
行

っ
て

い
る

。
外

部
監

査
人

の
監

査
計

画
や

監
査

結
果

を
内

部
監

査
活

動
に

利
用

す
る

場
合

も
あ

る
が

、
定

め
ら

れ
た

プ
ロ

セ
ス

が
あ

る
わ

け
で

は
な

い
。

社
内

規
程

等
に

基
づ

き
定

期
的

に
会

議
を

開
催

し
て

意
見

・
情

報
交

換
を

実
施

し
、

双
方

か
ら

要
望

・
照

会
が

行
わ

れ
て

い
る

。
外

部
監

査
人

の
監

査
計

画
や

監
査

結
果

を
、

定
め

ら
れ

た
プ

ロ
セ

ス
に

基
づ

い
て

、
内

部
監

査
活

動
に

利
用

し
て

い
る

。
外

部
監

査
指

摘
事

項
の

改
善

状
況

を
内

部
監

査
で

検
証

す
る

プ
ロ

セ
ス

が
あ

る
。

社
内

規
程

等
に

基
づ

き
定

期
的

に
、

加
え

て
随

時
に

会
議

が
開

催
さ

れ
、

内
部

監
査

活
動

に
関

し
て

具
体

的
に

意
見

・
情

報
交

換
を

実
施

、
継

続
的

に
外

部
監

査
人

と
内

部
監

査
部

門
と

の
連

携
を

維
持

・
強

化
し

て
い

る
。

外
部

監
査

人
の

監
査

計
画

や
監

査
結

果
を

、
定

め
ら

れ
た

プ
ロ

セ
ス

に
基

づ
い

て
有

効
に

活
用

し
、

効
果

的
か

つ
効

率
的

な
内

部
監

査
活

動
を

実
施

し
て

い
る

。
例

え
ば

、
内

部
監

査
の

監
査

対
象

や
監

査
項

目
の

優
先

順
位

付
け

な
ど

に
活

用
し

て
い

る
。

活
用

プ
ロ

セ
ス

は
定

期
的

に
見

直
し

改
善

も
図

ら
れ

て
い

る
。
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（
４

）
内

部
監

査
部

門
内

で
整

備
・

運
営

す
べ

き
項

目
40

1
＜

内
部

監
査

プ
ロ

セ
ス

の
確

立
＞

内
部

監
査

の
品

質
を

一
定

以
上

の
水

準
に

担
保

す
る

た
め

の
内

部
監

査
実

施
プ

ロ
セ

ス
が

確
立

さ
れ

て
い

る
か

。

内
部

監
査

実
施

プ
ロ

セ
ス

が
確

立
さ

れ
て

い
る

こ
と

は
内

部
監

査
の

前
提

だ
が

、
そ

の
上

で
、

そ
れ

に
基

づ
き

内
部

監
査

の
品

質
が

常
に

一
定

の
レ

ベ
ル

以
上

に
あ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

定
め

ら
れ

た
実

施
プ

ロ
セ

ス
が

な
い

。
内

部
監

査
の

実
施

手
順

が
担

当
者

の
判

断
に

任
さ

れ
て

お
り

、
公

式
な

手
順

と
し

て
定

め
ら

れ
て

い
な

い
。

内
部

監
査

実
施

プ
ロ

セ
ス

が
、

内
部

監
査

の
実

施
に

関
わ

る
規

程
類

や
手

順
書

な
ど

に
よ

っ
て

公
式

に
体

系
化

･文
書

化
さ

れ
て

い
る

。
個

々
の

内
部

監
査

が
、

公
式

な
手

順
に

準
拠

し
て

実
施

さ
れ

て
い

る
。

個
々

の
内

部
監

査
は

、
公

式
な

手
順

に
従

っ
て

実
施

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

実
施

プ
ロ

セ
ス

が
必

要
に

応
じ

て
見

直
さ

れ
、

改
善

が
図

ら
れ

て
い

る
。

他
社

や
業

界
の

内
部

監
査

実
施

プ
ロ

セ
ス

の
水

準
や

業
界

の
ベ

ス
ト

プ
ラ

ク
テ

ィ
ス

が
把

握
さ

れ
、

自
社

の
内

部
監

査
実

施
プ

ロ
セ

ス
の

改
善

が
、

内
部

監
査

部
門

の
中

期
計

画
等

に
盛

り
込

ま
れ

、
経

営
者

の
承

認
を

得
て

い
る

。
改

善
の

進
捗

状
況

が
経

営
者

な
ど

に
よ

っ
て

定
期

的
に

レ
ビ

ュ
ー

さ
れ

て
い

る
。

40
2

＜
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

プ
ロ

セ
ス

の
確

立
＞

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
が

実
施

さ
れ

、
か

つ
、

こ
の

プ
ロ

セ
ス

と
結

果
が

経
営

陣
に

報
告

さ
れ

て
い

る
か

。

年
間

監
査

計
画

を
策

定
す

る
に

あ
た

っ
て

は
、

内
部

監
査

部
門

は
組

織
全

体
の

リ
ス

ク
・

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

を
網

羅
、

俯
瞰

し
、

こ
れ

を
評

価
し

な
け

れ
ば

、
計

画
は

立
て

ら
れ

な
い

は
ず

で
あ

る
。

ま
た

、
重

要
な

こ
と

は
、

こ
の

評
価

プ
ロ

セ
ス

と
評

価
結

果
を

経
営

陣
に

示
し

、
経

営
陣

と
の

議
論

を
経

て
、

そ
の

了
承

を
得

る
こ

と
で

あ
る

。

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

し
て

い
な

い
。

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
は

内
部

監
査

部
門

に
お

い
て

実
施

さ
れ

て
い

る
が

、
組

織
全

体
の

リ
ス

ク
の

網
羅

性
確

保
に

お
い

て
改

善
の

余
地

が
あ

る
。

内
部

監
査

部
門

内
で

は
適

切
な

レ
ベ

ル
ま

で
報

告
さ

れ
て

い
る

が
、

経
営

陣
に

は
報

告
さ

れ
て

い
な

い
。

内
部

監
査

部
門

で
適

切
に

実
施

さ
れ

た
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

は
、

そ
の

プ
ロ

セ
ス

と
結

果
が

経
営

陣
に

報
告

さ
れ

て
い

る
。

年
間

計
画

策
定

時
の

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
は

、
内

部
監

査
部

門
で

明
文

化
し

た
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

プ
ロ

セ
ス

に
沿

っ
て

、
そ

の
結

果
と

プ
ロ

セ
ス

が
経

営
陣

に
報

告
さ

れ
、

経
営

レ
ベ

ル
で

の
議

論
の

結
果

、
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
手

法
、

結
果

が
見

直
さ

れ
て

い
る

。
社

内
、

他
社

の
事

故
事

例
、

関
係

当
局

や
諸

団
体

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
公

表
等

に
よ

り
、

リ
ス

ク
情

報
が

適
切

に
内

部
監

査
部

門
に

集
約

さ
れ

、
監

査
追

加
実

施
、

検
証

項
目

追
加

、
継

続
的

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

等
の

監
査

活
動

に
適

切
に

結
び

付
け

ら
れ

て
い

る
。

40
3

＜
リ

ス
ク

ア
プ

ロ
ー

チ
に

基
づ

く
個

別
監

査
計

画
の

策
定

＞
リ

ス
ク

ア
プ

ロ
ー

チ
に

基
づ

く
個

別
監

査
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

る
か

。

個
別

内
部

監
査

計
画

を
策

定
す

る
際

に
は

、
当

該
被

監
査

部
署

の
リ

ス
ク

プ
ロ

フ
ァ

イ
ル

、
重

要
性

に
基

づ
い

て
内

部
監

査
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

す
べ

て
の

内
部

監
査

に
お

い
て

、
同

一
の

点
検

項
目

を
用

い
て

検
証

し
て

い
る

。

リ
ス

ク
ア

プ
ロ

ー
チ

に
よ

る
内

部
監

査
を

志
向

し
て

い
る

が
、

各
監

査
に

お
け

る
点

検
項

目
の

ほ
と

ん
ど

は
同

一
で

あ
る

。

リ
ス

ク
ア

プ
ロ

ー
チ

に
よ

る
内

部
監

査
は

規
程

等
に

よ
り

文
書

化
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、

部
署

別
の

監
査

に
お

い
て

は
共

通
項

目
の

点
検

が
ほ

と
ん

ど
で

あ
る

。
テ

ー
マ

監
査

に
お

い
て

は
、

都
度

リ
ス

ク
に

応
じ

た
監

査
項

目
が

選
定

、
検

証
さ

れ
て

い
る

。

リ
ス

ク
ア

プ
ロ

ー
チ

に
よ

る
内

部
監

査
が

内
部

監
査

部
門

内
で

浸
透

、
定

着
し

て
お

り
、

テ
ー

マ
監

査
の

み
な

ら
ず

、
部

署
別

の
監

査
に

お
い

て
も

業
務

、
プ

ロ
セ

ス
の

リ
ス

ク
に

応
じ

た
点

検
項

目
が

選
定

、
検

証
さ

れ
て

い
る

。
予

備
調

査
で

リ
ス

ク
が

見
極

め
ら

れ
て

お
り

、
個

別
内

部
監

査
計

画
承

認
の

際
の

議
論

で
も

、
当

該
業

務
、

プ
ロ

セ
ス

の
リ

ス
ク

に
焦

点
を

当
て

た
議

論
が

さ
れ

、
リ

ス
ク

に
応

じ
て

監
査

資
源

が
配

分
さ

れ
て

い
る

。

40
4

＜
適

時
適

切
な

監
査

対
象

の
選

定
＞

内
部

監
査

の
対

象
分

野
が

事
業

計
画

・
事

業
活

動
と

連
動

し
て

、
適

時
か

つ
適

切
に

選
定

さ
れ

て
い

る
か

。

内
部

監
査

部
門

は
監

査
対

象
を

、
経

営
へ

の
貢

献
の

視
点

で
、

適
時

、
適

切
に

選
定

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

監
査

対
象

選
定

に
あ

た
っ

て
の

ロ
ジ

ッ
ク

が
準

備
さ

れ
て

い
な

い
。

内
部

監
査

の
対

象
選

定
に

あ
た

っ
て

、
事

業
計

画
・

事
業

活
動

を
参

照
は

し
て

い
る

が
連

動
し

て
い

る
と

ま
で

は
言

え
な

い
。

内
部

監
査

の
対

象
は

、
事

業
計

画
・

事
業

活
動

と
連

動
し

て
選

定
さ

れ
る

と
と

も
に

、
事

業
の

進
捗

に
伴

い
変

化
す

る
リ

ス
ク

に
合

わ
せ

て
監

査
計

画
を

見
直

す
べ

き
と

の
プ

ロ
セ

ス
も

規
定

さ
れ

て
い

る
。

た
だ

し
、

内
部

監
査

部
門

の
リ

ス
ク

把
握

の
ツ

ー
ル

は
網

羅
性

、
適

時
性

の
観

点
か

ら
必

ず
し

も
十

分
で

は
な

く
、

適
時

、
適

切
な

監
査

計
画

の
見

直
し

に
は

至
っ

て
い

な
い

。

内
部

監
査

の
対

象
は

、
事

業
計

画
・

事
業

活
動

と
連

動
し

て
、

選
定

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
業

務
の

リ
ス

ク
の

変
化

に
合

わ
せ

て
、

内
部

監
査

部
門

に
お

い
て

タ
イ

ム
リ

ー
な

リ
ス

ク
把

握
が

実
施

さ
れ

て
お

り
、

適
時

適
切

に
監

査
項

目
の

選
定

が
行

わ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
組

織
の

リ
ス

ク
顕

在
化

を
未

然
に

防
い

で
い

る
。

N
o.

設
問

設
問

の
狙

い
成

熟
度

レ
ベ

ル
　（

　
L0

　
～

　
L5

　
）

貴
社

の
レ

ベ
ル

存
在

し
な

い
L0

初
期

段
階

／
そ

の
場

対
応

L1
L2

プ
ロ

セ
ス

が
定

義
さ

れ
て

い
る

L3
L4

プ
ロ

セ
ス

が
改

善
さ

れ
て

い
る

L5



73月刊監査研究　2016．5（No.510）

研究会報告
40

5
＜

Ｃ
Ｓ

Ａ
の

活
用

＞
Ｃ

Ｓ
Ａ

を
組

織
の

実
情

に
合

わ
せ

て
適

切
に

活
用

し
て

い
る

か
。

Ｃ
Ｓ

Ａ
は

、
現

場
に

と
っ

て
は

そ
の

リ
ス

ク
認

識
向

上
に

役
に

立
つ

が
、

内
部

監
査

部
門

に
と

っ
て

は
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

へ
の

活
用

に
よ

る
着

眼
点

の
絞

り
込

み
を

通
じ

た
内

部
監

査
の

効
率

化
に

資
す

る
も

の
で

あ
る

。
組

織
の

個
々

の
実

情
に

合
わ

せ
て

活
用

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
※

Ｃ
Ｓ

Ａ
は

業
務

部
門

の
行

う
各

種
自

己
検

証
、

評
価

の
こ

と
を

指
す

。

Ｃ
Ｓ

Ａ
は

利
用

し
て

い
な

い
。

Ｃ
Ｓ

Ａ
の

結
果

を
入

手
す

る
こ

と
に

よ
り

、
現

場
の

リ
ス

ク
認

識
を

確
認

し
て

い
る

も
の

の
、

当
該

Ｃ
Ｓ

Ａ
は

業
務

の
一

部
分

し
か

カ
バ

ー
し

て
お

ら
ず

、
網

羅
性

に
欠

け
る

。

内
部

監
査

が
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
行

う
際

、
業

務
部

門
に

対
し

て
ア

ン
ケ

ー
ト

形
式

の
Ｃ

Ｓ
Ａ

を
依

頼
す

る
等

、
業

務
部

門
の

リ
ス

ク
認

識
を

確
認

す
る

プ
ロ

セ
ス

が
確

立
し

て
い

る
。

業
務

部
門

に
は

そ
れ

ぞ
れ

プ
ロ

セ
ス

オ
ー

ナ
ー

が
定

め
ら

れ
て

お
り

、
業

務
部

門
の

行
う

Ｃ
Ｓ

Ａ
は

業
務

の
網

羅
性

が
担

保
で

き
て

い
る

。
内

部
監

査
は

こ
の

結
果

を
参

考
に

し
な

が
ら

内
部

監
査

の
対

象
や

重
点

監
査

項
目

を
決

定
し

て
お

り
、内

部
監

査
の

効
率

化
が

果
た

さ
れ

て
い

る
。

Ｃ
Ｓ

Ａ
の

成
果

が
被

監
査

部
門

で
積

極
的

に
活

用
さ

れ
業

務
改

善
に

つ
な

が
っ

て
い

る
。

40
6

＜
業

務
に

合
わ

せ
た

監
査

手
法

の
設

定
＞

会
社

の
業

務
に

合
わ

せ
た

形
で

部
署

別
監

査
、

テ
ー

マ
監

査
、

シ
ス

テ
ム

監
査

等
が

使
い

分
け

ら
れ

て
い

る
か

。

多
種

多
様

な
業

務
に

合
わ

せ
る

形
で

内
部

監
査

部
門

も
い

く
つ

か
の

監
査

手
法

を
持

つ
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

全
社

一
律

の
監

査
手

法
を

と
っ

て
い

る
。

業
務

や
プ

ロ
セ

ス
に

合
わ

せ
た

形
で

複
数

の
形

態
の

監
査

が
行

わ
れ

て
い

る
。

業
務

や
プ

ロ
セ

ス
に

合
わ

せ
た

形
で

複
数

の
形

態
の

監
査

を
行

う
旨

が
規

程
等

に
定

め
ら

れ
、

そ
れ

に
沿

っ
て

監
査

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

業
務

や
プ

ロ
セ

ス
に

合
わ

せ
た

形
で

複
数

の
形

態
の

監
査

を
行

う
旨

が
規

程
等

に
定

め
ら

れ
、

そ
れ

に
沿

っ
て

監
査

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
そ

れ
ぞ

れ
の

監
査

結
果

が
そ

れ
ぞ

れ
他

の
監

査
形

態
の

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
、あ

る
い

は
着

眼
点

等
に

活
用

さ
れ

、
監

査
の

形
態

を
跨

っ
た

形
で

内
部

監
査

部
門

内
で

の
監

査
品

質
向

上
の

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

の
サ

イ
ク

ル
が

実
効

的
に

回
さ

れ
て

い
る

。

40
7

＜
協

働
チ

ー
ム

に
よ

る
監

査
の

実
施

＞
内

部
監

査
部

門
は

効
果

的
か

つ
柔

軟
な

チ
ー

ム
編

成
が

で
き

る
体

制
と

な
っ

て
い

る
か

。

内
部

監
査

人
の

リ
ソ

ー
ス

が
不

足
す

る
場

合
や

、
高

度
な

専
門

知
識

を
必

要
と

す
る

内
部

監
査

で
は

、
内

部
監

査
部

門
内

の
要

員
に

こ
だ

わ
ら

ず
、

社
内

か
ら

適
切

な
人

材
を

集
め

、
監

査
対

象
業

務
、

プ
ロ

セ
ス

に
適

合
す

る
形

で
監

査
チ

ー
ム

編
成

を
し

て
、

よ
り

実
効

的
な

内
部

監
査

を
実

施
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

現
行

の
要

員
で

実
施

可
能

な
監

査
以

外
実

施
し

て
い

な
い

。

内
部

監
査

人
の

リ
ソ

ー
ス

が
不

足
す

る
場

合
、

社
内

の
適

切
な

部
署

か
ら

人
的

支
援

を
仰

い
で

期
初

に
立

て
た

監
査

計
画

を
達

成
す

る
こ

と
が

あ
る

。
た

だ
し

、
こ

の
手

続
き

は
社

内
規

定
等

に
は

規
定

さ
れ

て
い

な
い

。

内
部

監
査

人
の

リ
ソ

ー
ス

が
不

足
す

る
場

合
、一

定
の

プ
ロ

セ
ス

を
経

て
、

社
内

の
適

切
な

部
署

か
ら

人
的

支
援

を
仰

ぐ
こ

と
が

で
き

る
旨

の
規

程
が

あ
り

、
実

施
し

て
い

る
。

内
部

監
査

人
の

リ
ソ

ー
ス

が
不

足
す

る
場

合
に

は
、
一

定
の

プ
ロ

セ
ス

を
経

て
、
社

内
の

適
切

な
部

署
か

ら
専

門
家

の
派

遣
を

受
け

、
実

効
的

な
内

部
監

査
が

実
施

で
き

る
態

勢
と

な
っ

て
い

る
。

社
内

専
門

家
の

監
査

対
象

範
囲

は
適

切
に

検
討

さ
れ

、
内

部
監

査
の

独
立

性
に

影
響

を
与

え
な

い
配

慮
が

な
さ

れ
て

い
る

。
社

内
の

専
門

家
か

ら
業

務
ノ

ウ
ハ

ウ
の

吸
収

が
行

わ
れ

、
内

部
監

査
の

高
度

化
に

適
切

に
利

用
さ

れ
て

い
る

。

40
8

＜
ア

ウ
ト

ソ
ー

ス
の

活
用

＞
外

部
の

専
門

家
を

必
要

に
応

じ
活

用
し

て
い

る
か

。

内
部

監
査

部
門

だ
け

で
は

監
査

の
リ

ソ
ー

ス
（

マ
ン

パ
ワ

ー
・

専
門

的
能

力
等

）
が

不
足

す
る

場
合

、
外

部
の

専
門

家
を

活
用

す
る

こ
と

も
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。

外
部

の
専

門
家

は
活

用
し

た
こ

と
が

な
い

。

必
要

に
迫

ら
れ

る
形

で
外

部
の

専
門

家
を

活
用

し
た

こ
と

が
あ

る
。

外
部

の
専

門
家

を
活

用
す

る
こ

と
が

必
要

な
場

合
が

予
め

定
め

ら
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
則

っ
て

外
部

専
門

家
の

活
用

が
行

わ
れ

て
い

る
。

監
査

業
務

以
外

に
も

、
各

種
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
に

外
部

の
専

門
家

を
活

用
し

て
い

る
。

外
部

の
専

門
家

の
エ

ク
ス

パ
テ

ィ
ー

ズ
、

ノ
ウ

ハ
ウ

を
内

部
監

査
に

活
か

す
プ

ロ
セ

ス
が

あ
り

、
内

部
監

査
の

品
質

向
上

に
ア

ウ
ト

ソ
ー

ス
が

戦
略

的
に

活
用

さ
れ

て
い

る
。

監
査

業
務

以
外

に
も

各
種

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

に
専

門
家

を
活

用
し

て
お

り
、適

度
な

距
離

を
保

ち
な

が
ら

も
、外

部
専

門
家

と
の

良
好

な
関

係
を

構
築

、
維

持
し

て
内

部
監

査
の

品
質

向
上

に
役

立
て

て
い

る
。

40
9

＜
監

査
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
＞

指
摘

、
勧

告
等

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
実

施
し

て
い

る
か

。

指
摘

・
勧

告
等

を
実

施
し

た
後

、
被

監
査

部
門

に
よ

る
対

応
状

況
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
が

重
要

で
あ

る
。

結
果

が
一

定
水

準
以

下
の

場
合

は
、

フ
ォ

ロ
ー

監
査

を
実

施
す

る
こ

と
が

必
要

な
場

合
も

あ
る

。

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

実
施

し
て

い
な

い
。

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
は

、
場

合
に

よ
っ

て
は

実
施

す
る

こ
と

も
あ

る
。

例
え

ば
、

監
査

結
果

が
悪

い
場

合
に

、
被

監
査

部
門

宛
に

そ
の

後
の

対
応

状
況

を
聴

取
し

て
い

る
。

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

頻
度

や
対

象
、フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

結
果

の
報

告
先

等
に

つ
い

て
の

要
領

を
定

め
、

そ
れ

に
沿

っ
て

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

実
施

し
て

い
る

。
監

査
結

果
が

一
定

レ
ベ

ル
以

下
の

場
合

や
、

予
め

定
め

ら
れ

た
基

準
に

満
た

な
い

場
合

に
は

、
被

監
査

部
門

の
改

善
対

応
を

促
す

手
続

き
が

あ
り

、そ
の

手
続

き
を

実
施

し
て

い
る

。

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
は

定
め

ら
れ

た
要

領
に

従
っ

て
改

善
さ

れ
る

ま
で

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

が
行

わ
れ

、
そ

の
状

況
は

定
期

的
に

経
営

陣
に

ま
で

報
告

さ
れ

て
い

る
。

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

結
果

、
被

監
査

部
門

の
対

応
が

不
芳

で
あ

る
等

の
事

態
の

場
合

に
は

、
内

部
監

査
部

門
が

フ
ォ

ロ
ー

監
査

を
実

施
す

る
等

被
監

査
部

門
の

改
善

対
応

が
促

進
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
ら

一
連

の
対

応
状

況
が

経
営

陣
に

ま
で

報
告

さ
れ

る
。

41
0

＜
シ

ス
テ

ム
監

査
の

実
施

＞
シ

ス
テ

ム
監

査
体

制
が

整
備

さ
れ

、
内

部
監

査
部

門
の

IT
対

応
力

を
保

持
し

た
上

で
、

シ
ス

テ
ム

監
査

が
実

施
さ

れ
て

い
る

か
。

シ
ス

テ
ム

監
査

は
十

分
な

能
力

を
持

っ
た

内
部

監
査

人
に

よ
っ

て
実

施
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

※
シ

ス
テ

ム
監

査
と

は
、

情
報

シ
ス

テ
ム

監
査

、
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
監

査
等

、
Ｉ

Ｔ
を

対
象

と
し

た
内

部
監

査
全

般
を

指
す

。

シ
ス

テ
ム

監
査

を
実

施
し

て
い

な
い

。

シ
ス

テ
ム

監
査

が
実

施
さ

れ
て

い
る

が
、

中
期

ま
た

は
年

度
の

監
査

計
画

に
基

づ
く

も
の

で
は

な
い

。
内

部
監

査
人

の
シ

ス
テ

ム
監

査
の

専
門

性
（

シ
ス

テ
ム

監
査

技
術

者
、

Ｃ
Ｉ

Ｓ
Ａ

等
の

有
資

格
者

の
存

在
）

が
確

保
さ

れ
て

い
な

い
。

中
期

ま
た

は
年

度
の

内
部

監
査

計
画

の
中

で
、

シ
ス

テ
ム

監
査

が
計

画
・

実
施

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

人
の

シ
ス

テ
ム

監
査

の
専

門
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

。
必

要
に

応
じ

、
情

報
シ

ス
テ

ム
部

門
や

外
部

の
専

門
家

の
支

援
の

も
と

で
、

シ
ス

テ
ム

監
査

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。

シ
ス

テ
ム

監
査

は
ユ

ー
ザ

部
門

に
と

ど
ま

ら
ず

、
シ

ス
テ

ム
開

発
、

運
用

部
門

も
対

象
と

し
て

い
る

。
シ

ス
テ

ム
の

有
効

性
、

投
資

対
効

果
の

検
証

等
の

分
野

ま
で

含
め

て
検

証
し

て
い

る
。

シ
ス

テ
ム

監
査

人
は

社
内

の
シ

ス
テ

ム
開

発
、

運
用

等
の

部
門

か
ら

多
種

多
様

な
人

材
が

集
め

ら
れ

て
お

り
、

資
格

、
経

験
の

面
か

ら
も

シ
ス

テ
ム

監
査

の
専

門
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

。
必

要
に

応
じ

、
情

報
シ

ス
テ

ム
部

門
や

外
部

の
専

門
家

の
支

援
を

受
け

な
が

ら
、

シ
ス

テ
ム

監
査

の
更

な
る

専
門

性
が

追
求

さ
れ

て
い

る
。
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41
1

＜
内

部
監

査
の

人
材

育
成

と
継

続
的

教
育

＞
内

部
監

査
人

の
人

材
育

成
と

継
続

的
教

育
が

実
施

さ
れ

て
い

る
か

。

監
査

品
質

の
向

上
の

為
に

、
内

部
監

査
人

の
育

成
と

継
続

的
な

能
力

向
上

が
必

要
で

あ
る

。

内
部

監
査

人
の

育
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

な
い

。

内
部

監
査

人
の

育
成

・
能

力
向

上
の

必
要

性
を

認
め

て
い

る
が

、
具

体
的

な
方

針
が

な
く

、
各

人
の

裁
量

に
依

存
し

て
い

る
。

策
定

さ
れ

た
監

査
方

針
と

年
度

監
査

計
画

に
基

づ
く

内
部

監
査

人
の

育
成

・
能

力
向

上
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

あ
り

、
そ

の
為

の
予

算
が

確
保

さ
れ

て
い

る
。

策
定

さ
れ

た
監

査
方

針
と

年
度

監
査

計
画

に
基

づ
く

内
部

監
査

人
の

育
成

・
能

力
向

上
の

為
の

継
続

的
な

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
と

予
算

が
確

保
さ

れ
て

い
る

。
個

々
の

内
部

監
査

人
の

能
力

に
合

わ
せ

た
個

別
の

監
査

能
力

向
上

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

も
用

意
さ

れ
て

い
る

。
継

続
的

な
教

育
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
定

期
的

な
レ

ビ
ュ

ー
と

継
続

的
な

改
善

も
行

わ
れ

て
い

る
。

41
2

＜
内

部
監

査
の

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
に

関
す

る
被

監
査

部
門

か
ら

の
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

＞
被

監
査

部
門

か
ら

、
監

査
業

務
に

つ
い

て
の

意
見

書
を

入
手

す
る

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
の

仕
組

み
が

構
築

さ
れ

、
狙

い
ど

お
り

に
運

用
さ

れ
て

い
る

か
。

被
監

査
部

門
か

ら
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

を
求

め
、

こ
れ

を
監

査
の

改
善

に
役

立
て

て
い

く
と

い
う

プ
ロ

セ
ス

を
持

つ
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
の

仕
組

み
は

存
在

し
な

い
。

非
公

式
な

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
を

得
る

こ
と

が
あ

る
が

、
こ

れ
は

内
部

監
査

の
改

善
に

は
役

立
て

ら
れ

て
い

な
い

。

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
を

得
る

仕
組

み
が

規
定

等
に

明
記

さ
れ

、
そ

れ
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

入
手

し
た

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
が

分
析

さ
れ

、
内

部
監

査
の

改
善

が
必

要
な

部
分

に
つ

い
て

は
、

適
時

に
見

直
し

が
行

わ
れ

る
仕

組
み

が
存

在
す

る
。

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
フ

ォ
ー

ム
の

見
直

し
も

定
期

的
に

行
わ

れ
て

い
る

。

41
3

＜
内

部
監

査
の

品
質

管
理

＞
内

部
監

査
部

門
内

に
お

け
る

監
査

品
質

管
理

の
枠

組
み

が
存

在
す

る
か

。

内
部

監
査

部
門

で
監

査
品

質
管

理
の

枠
組

み
が

定
め

ら
れ

、
こ

れ
が

実
効

的
か

つ
継

続
的

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

監
査

を
担

当
し

た
内

部
監

査
人

以
外

の
者

に
よ

る
監

査
調

書
、

報
告

書
等

の
検

証
や

チ
ェ

ッ
ク

を
受

け
て

い
な

い
。

一
定

の
監

査
品

質
を

担
保

す
る

た
め

に
、

監
査

を
担

当
し

た
内

部
監

査
人

以
外

の
者

に
よ

り
、

監
査

プ
ロ

セ
ス

お
よ

び
監

査
調

書
、

報
告

書
等

の
検

証
、

チ
ェ

ッ
ク

を
受

け
る

場
合

が
あ

る
。

監
査

品
質

管
理

、
向

上
を

担
保

す
る

た
め

、
独

立
し

た
形

で
監

査
プ

ロ
セ

ス
お

よ
び

監
査

調
書

、
報

告
書

等
の

検
証

、チ
ェ

ッ
ク

の
仕

組
み

が
あ

る
。

監
査

品
質

管
理

、
向

上
の

た
め

の
担

当
者

が
監

査
品

質
向

上
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
策

定
、

実
施

し
て

お
り

、
個

別
監

査
の

レ
ビ

ュ
ー

以
外

に
内

部
監

査
部

門
全

体
の

監
査

品
質

向
上

に
取

り
組

ん
で

い
る

。
こ

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
一

定
頻

度
で

見
直

し
が

行
わ

れ
、

継
続

的
に

改
善

さ
れ

て
い

る
。

監
査

品
質

向
上

の
た

め
の

組
織

や
人

事
等

の
長

期
に

わ
た

る
課

題
も

認
識

さ
れ

て
お

り
、

組
織

と
し

て
の

対
応

が
着

実
に

実
施

さ
れ

て
い

る
。

41
4

＜
監

査
支

援
ソ

フ
ト

の
活

用
＞

組
織

の
実

情
に

合
わ

せ
た

形
で

監
査

支
援

ソ
フ

ト
を

活
用

し
て

い
る

か
。

監
査

プ
ロ

セ
ス

の
統

一
・

標
準

化
、

あ
る

い
は

効
率

化
の

た
め

に
、

監
査

支
援

ソ
フ

ト
を

活
用

す
る

こ
と

が
有

効
な

場
合

が
あ

る
。

効
果

的
に

活
用

し
た

い
も

の
で

あ
る

。

監
査

支
援

ソ
フ

ト
を

検
討

し
た

こ
と

が
な

い
。

監
査

支
援

ソ
フ

ト
を

組
織

と
し

て
検

討
し

て
い

る
。

監
査

プ
ロ

セ
ス

の
全

部
ま

た
は

一
部

に
監

査
支

援
ソ

フ
ト

を
活

用
し

て
い

る
。

組
織

の
内

部
監

査
プ

ロ
セ

ス
に

合
わ

せ
た

形
で

監
査

支
援

ソ
フ

ト
を

カ
ス

タ
マ

イ
ズ

し
、

内
部

監
査

の
イ

ン
フ

ラ
を

統
一

し
た

上
で

、
各

監
査

チ
ー

ム
相

互
の

レ
ビ

ュ
ー

を
実

施
し

、
監

査
の

品
質

向
上

を
図

っ
て

い
る

。
ソ

フ
ト

を
使

っ
た

監
査

プ
ロ

セ
ス

の
有

効
性

、
効

率
性

向
上

を
内

部
監

査
側

、
被

監
査

部
門

側
の

双
方

で
進

め
て

い
る

。

41
5

＜
外

部
の

第
三

者
に

よ
る

内
部

監
査

の
品

質
評

価
＞

外
部

の
第

三
者

に
よ

る
内

部
監

査
品

質
評

価
が

実
施

さ
れ

て
い

る
か

。

内
部

監
査

協
会

の
「

専
門

職
的

実
施

の
国

際
基

準
」

に
よ

れ
ば

、「
外

部
評

価
は

、
組

織
体

外
の

適
格

に
し

て
か

つ
独

立
な

レ
ビ

ュ
ー

実
施

者
ま

た
は

レ
ビ

ュ
ー

・
チ

ー
ム

に
よ

っ
て

、
最

低
で

も
５

年
に

一
度

は
実

施
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
さ

れ
て

い
る

。
外

部
の

視
点

か
ら

の
指

摘
や

ア
ド

バ
イ

ス
を

内
部

監
査

部
門

の
ア

ク
テ

ィ
ビ

テ
ィ

に
ど

う
活

用
し

て
い

く
の

か
が

鍵
と

な
る

。

こ
れ

ま
で

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

会
社

、
監

査
法

人
等

外
部

の
第

三
者

（
以

下
「

外
部

の
第

三
者

」）
の

品
質

評
価

を
受

け
る

こ
と

に
つ

い
て

組
織

と
し

て
検

討
し

た
こ

と
が

な
い

。

外
部

の
第

三
者

か
ら

、
監

査
プ

ロ
セ

ス
の

一
部

ま
た

は
全

部
に

つ
い

て
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
、

あ
る

い
は

評
価

を
受

け
る

こ
と

に
つ

い
て

組
織

と
し

て
検

討
し

て
い

る
。

一
定

頻
度

で
外

部
の

第
三

者
か

ら
品

質
評

価
を

受
け

る
べ

き
旨

の
定

め
が

あ
り

、
そ

れ
に

従
っ

て
品

質
評

価
が

行
わ

れ
て

い
る

。

一
定

頻
度

で
外

部
の

第
三

者
か

ら
の

品
質

評
価

を
受

け
る

べ
き

旨
の

定
め

が
あ

り
、

そ
れ

に
従

っ
て

品
質

評
価

が
行

わ
れ

て
い

る
。

そ
こ

で
の

議
論

や
指

摘
を

通
じ

て
得

ら
れ

た
知

見
を

活
用

し
て

、
内

部
監

査
部

門
の

戦
略

、
組

織
、

計
画

、
報

告
等

を
含

む
監

査
プ

ロ
セ

ス
全

般
の

見
直

し
が

継
続

的
、

自
律

的
に

実
施

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

プ
ロ

セ
ス

や
結

果
が

経
営

者
に

ま
で

書
面

に
て

報
告

さ
れ

て
い

る
。

N
o.

設
問

設
問

の
狙

い
成

熟
度

レ
ベ

ル
　（

　
L0

　
～

　
L5

　
）

貴
社

の
レ

ベ
ル

存
在

し
な

い
L0

初
期

段
階

／
そ

の
場

対
応

L1
L2

プ
ロ

セ
ス

が
定

義
さ

れ
て

い
る

L3
L4

プ
ロ

セ
ス

が
改

善
さ

れ
て

い
る

L5
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41
6

＜
継

続
的

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

／
監

査
の

仕
組

み
の

導
入

＞
内

部
監

査
部

門
に

よ
る

継
続

的
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
／

監
査

（
C

on
ti

nu
ou

s 
M

on
it

or
in

g/
A

ud
it

in
g）

が
実

施
さ

れ
て

い
る

か
。

内
部

監
査

部
門

の
グ

ロ
ー

バ
ル

ベ
ス

ト
プ

ラ
ク

テ
ィ

ス
の

ひ
と

つ
と

し
て

、
最

近
C

on
ti

nu
ou

s 
M

on
it

or
in

g/
 

A
ud

it
in

gが
採

り
上

げ
ら

れ
る

こ
と

が
多

く
な

っ
て

い
る

が
、

そ
の

背
景

は
監

査
が

１
〜

数
年

の
間

隔
で

行
わ

れ
る

た
め

、
そ

の
間

の
リ

ス
ク

の
把

握
が

重
要

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。
取

り
組

み
は

各
社

に
よ

っ
て

当
然

異
な

る
が

、
そ

の
コ

ン
セ

プ
ト

を
上

手
に

取
り

込
み

た
い

も
の

で
あ

る
。

継
続

的
な

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
仕

組
み

が
存

在
し

な
い

。

監
査

業
務

以
外

に
、

被
監

査
部

門
に

ヒ
ア

リ
ン

グ
や

関
連

情
報

の
分

析
等

を
行

い
、

業
務

活
動

、
リ

ス
ク

の
変

化
等

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
が

行
わ

れ
る

こ
と

が
あ

る
。

監
査

業
務

以
外

に
、

被
監

査
部

門
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

や
関

連
情

報
の

分
析

を
通

じ
て

業
務

活
動

、
リ

ス
ク

の
変

化
等

を
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
す

る
旨

の
規

定
が

あ
り

、
こ

れ
が

実
践

さ
れ

て
い

る
。

ヒ
ア

リ
ン

グ
や

関
連

情
報

の
分

析
を

通
じ

て
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
し

た
内

容
は

、
内

部
監

査
部

門
内

で
共

有
、

議
論

さ
れ

、
適

時
、

適
切

に
内

部
監

査
部

門
の

対
応

が
決

定
、

実
行

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

部
門

に
お

い
て

IT
等

を
活

用
し

た
継

続
的

な
情

報
収

集
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
手

法
が

定
着

し
て

お
り

、
異

常
値

が
検

出
さ

れ
た

場
合

に
は

適
時

に
組

織
内

に
ア

ラ
ー

ム
を

発
出

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
ら

の
情

報
を

踏
ま

え
た

適
時

適
切

な
監

査
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

41
7

＜
他

の
リ

ス
ク

管
理

部
門

等
と

の
協

働
＞

他
の

リ
ス

ク
管

理
部

門
と

の
協

働
が

必
要

に
し

て
十

分
な

程
度

に
実

施
さ

れ
て

い
る

か
。

組
織

の
リ

ス
ク

管
理

に
携

わ
る

他
部

署
と

の
協

働
に

よ
り

、
経

営
に

と
っ

て
よ

り
効

率
的

、
効

果
的

な
リ

ス
ク

管
理

が
可

能
と

な
る

。
内

部
監

査
の

独
立

性
に

は
配

慮
し

な
が

ら
も

、
で

き
る

限
り

協
働

を
進

め
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

情
報

交
換

も
含

め
て

一
切

協
働

は
実

施
し

て
い

な
い

。

リ
ス

ク
管

理
部

門
と

の
間

で
必

要
に

応
じ

協
議

、
リ

ス
ク

認
識

の
す

り
合

わ
せ

が
行

わ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。

社
内

リ
ス

ク
管

理
部

署
と

定
例

的
に

協
議

が
行

わ
れ

、
リ

ス
ク

情
報

に
つ

い
て

定
性

的
／

定
量

的
な

情
報

交
換

が
行

わ
れ

て
い

る
。

他
の

リ
ス

ク
管

理
部

門
と

の
実

務
レ

ベ
ル

の
情

報
交

換
に

加
え

、
内

部
監

査
部

門
長

が
会

社
ト

ッ
プ

や
被

監
査

部
門

の
担

当
役

員
レ

ベ
ル

と
、

リ
ス

ク
認

識
等

に
関

す
る

定
例

ま
た

は
随

時
の

協
議

の
場

を
持

ち
、

監
査

す
べ

き
事

項
、

テ
ー

マ
等

に
つ

い
て

情
報

交
換

が
行

わ
れ

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

情
報

は
内

部
監

査
部

門
の

監
査

項
目

の
選

定
プ

ロ
セ

ス
の

中
に

組
み

込
ま

れ
、

監
査

の
実

施
等

の
内

部
監

査
部

門
の

活
動

に
適

切
に

活
用

さ
れ

て
い

る
。

41
8

＜
Ｅ

Ｒ
Ｍ

活
動

へ
の

関
与

＞
最

近
の

内
部

監
査

部
門

は
、

経
営

者
が

持
続

可
能

な
競

争
優

位
を

構
築

し
企

業
価

値
を

実
現

す
る

た
め

の
Ｅ

Ｒ
Ｍ

に
適

切
に

関
与

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。（
組

織
と

し
て

Ｅ
Ｒ

Ｍ
活

動
を

実
施

し
て

い
な

い
場

合
は

回
答

不
要

（
ブ

ラ
ン

ク
に

し
て

お
い

て
く

だ
さ

い
））

E
R

M
活

動
に

対
し

適
切

な
関

与
が

あ
る

か
。

内
部

監
査

部
門

の
E

R
M

に
対

す
る

関
与

は
な

い
。

内
部

監
査

部
門

が
E

R
M

活
動

の
一

部
を

知
り

、
監

査
計

画
に

反
映

し
て

い
る

が
、

不
定

期
で

あ
り

、
場

当
た

り
的

で
あ

る
。

内
部

監
査

部
門

が
、

E
R

M
活

動
を

理
解

し
、

こ
の

活
動

を
踏

ま
え

た
上

で
、

監
査

計
画

に
反

映
し

て
い

る
。

E
R

M
会

議
へ

の
出

席
、

資
料

へ
の

ア
ク

セ
ス

権
が

内
部

監
査

部
門

長
に

与
え

ら
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

部
門

が
、

E
R

M
活

動
を

熟
知

し
、

組
織

体
の

戦
略

と
整

合
し

た
監

査
計

画
に

毎
年

見
直

し
反

映
し

て
い

る
。

ま
た

、
年

間
を

通
じ

た
レ

ビ
ュ

ー
も

定
期

的
に

実
施

さ
れ

て
い

る
。

内
部

監
査

部
門

は
、

求
め

ら
れ

れ
ば

監
査

の
独

立
性

を
損

な
わ

な
い

適
切

な
範

囲
で

助
言

を
し

て
い

る
。

41
9

＜
内

部
監

査
人

の
社

外
活

動
、

資
格

取
得

の
支

援
＞

内
部

監
査

人
の

様
々

な
社

外
活

動
、

資
格

取
得

の
支

援
を

実
施

し
て

い
る

か
。

自
社

の
内

部
監

査
活

動
が

我
が

国
内

部
監

査
部

門
の

範
た

る
べ

き
充

実
を

示
し

て
い

る
こ

と
は

、リ
ス

ク
管

理
、

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

確
保

の
み

な
ら

ず
、

人
材

の
採

用
、

組
織

の
レ

ピ
ュ

テ
ー

シ
ョ

ン
維

持
・

向
上

の
た

め
に

極
め

て
有

益
な

こ
と

で
あ

る
。

組
織

が
内

部
監

査
人

の
外

部
活

動
を

支
援

す
る

こ
と

は
そ

の
一

端
と

な
る

で
あ

ろ
う

。

内
部

監
査

人
の

資
格

取
得

、
社

外
活

動
等

の
奨

励
は

し
て

い
な

い
。

内
部

監
査

人
の

資
格

取
得

、
社

外
活

動
等

の
奨

励
を

実
施

し
て

い
る

。
資

格
取

得
の

た
め

の
勉

強
会

を
社

内
で

開
催

し
た

り
、

資
格

取
得

者
の

へ
の

費
用

補
助

、
報

奨
金

支
給

等
の

施
策

を
実

施
し

て
い

る
。

各
内

部
監

査
人

の
支

援
の

み
な

ら
ず

、
組

織
的

に
日

本
内

部
監

査
協

会
等

の
各

種
団

体
に

講
演

者
や

勉
強

会
講

師
等

を
派

遣
し

た
り

、
内

部
監

査
協

会
Ｃ

Ｉ
Ａ

フ
ォ

ー
ラ

ム
に

多
数

の
人

員
の

参
加

を
促

す
等

、
我

が
国

内
部

監
査

機
能

の
発

展
・

向
上

を
貢

献
し

て
い

る
。

42
0

＜
ベ

ス
ト

プ
ラ

ク
テ

ィ
ス

へ
の

取
り

組
み

＞
自

己
満

足
に

陥
る

こ
と

な
く

、
競

合
他

社
比

較
や

ベ
ン

チ
マ

ー
キ

ン
グ

を
行

い
、

自
社

の
課

題
を

洗
い

出
し

対
応

し
て

い
る

か
。

他
組

織
で

実
践

さ
れ

て
い

る
ベ

ス
ト

プ
ラ

ク
テ

ィ
ス

に
着

目
し

、
自

ら
の

取
り

組
み

状
況

を
客

観
視

す
る

た
め

に
、

そ
れ

ら
と

の
比

較
を

行
い

比
較

対
象

の
活

動
を

上
回

る
目

標
を

設
定

し
そ

こ
に

挑
戦

し
て

い
く

こ
と

は
、

内
部

監
査

の
成

熟
度

を
上

げ
る

方
法

と
し

て
は

重
要

で
あ

る
。

ベ
ス

ト
プ

ラ
ク

テ
ィ

ス
へ

の
取

り
組

み
は

行
わ

れ
て

い
な

い
。

他
組

織
と

の
情

報
交

換
や

交
流

は
行

わ
れ

て
い

る
。

自
社

の
課

題
を

明
ら

か
に

す
る

た
め

の
ベ

ス
ト

プ
ラ

ク
テ

ィ
ス

へ
の

取
り

組
み

が
実

践
さ

れ
て

い
る

。

他
社

、
ベ

ン
チ

マ
ー

ク
と

の
比

較
に

と
ど

ま
ら

ず
、

経
営

環
境

、
法

規
制

対
応

等
の

変
化

を
先

取
り

し
て

課
題

を
洗

い
出

し
、

こ
れ

を
克

服
す

る
こ

と
に

よ
り

、
自

ら
が

ベ
ス

ト
プ

ラ
ク

テ
ィ

ス
に

な
る

よ
う

積
極

的
に

改
善

を
実

現
し

て
い

る
。
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【
資

料
２

】
内

部
監

査
の

成
熟

度
モ

デ
ル

　
評

価
比

較
表

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果
と

自
社

の
ス

コ
ア

の
比

較
に

活
用

く
だ

さ
い

。（
協

会
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

エ
ク

セ
ル

版
を

掲
載

） 
（

20
14

年
７

月
〜

10
月

調
査

　
回

答
：

45
8社

）
番
号

項
目

自
社
ｽｺ
ｱ
全
体
平
均

回
答
分
布

コ
メ
ン
ト

番
号

項
目

自
社
ｽｺ
ｱ
全
体
平
均

回
答
分
布

コ
メ
ン
ト

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

A
5

B
4

C
3

D
2

E
1

F
0

7% 22
%

46
%

17
% 7% 1% 5% 12
%

29
%

20
%

23
%

12
% 9% 23
%

30
%

20
%

14
% 4% 8% 19
%

32
%

17
%

20
% 5% 3% 7% 16
%

15
%

21
%

39
% 5% 13
%

30
%

19
%

26
% 7% 3% 8% 24
%

14
%

15
%

38
% 1% 4% 10
%

10
%

17
%

59
%

21
%

18
%

35
%

16
%

11
% 0% 4% 7% 20
%

15
%

25
%

30
% 2% 7% 28
%

29
%

29
% 5% 4% 8% 16
%

23
%

16
%

32
% 2% 9% 18
%

21
%

26
%

25
% 2% 4% 11
% 9% 17
%

58
% 5% 2% 6% 7% 20
%

60
% 2% 7% 17
%

13
%

30
%

31
% 5% 8% 23
%

17
%

37
%

11
% 2% 4% 16
% 9% 19
%

22
% 2% 8% 25
%

15
%

30
%

20
% 2% 5% 16
%

19
%

36
%

22
%

10
2
事
業
目
的
に
沿
っ
た
監

査
計
画
の
存
在

2.
4

10
1
内
部
監
査
の
独
立
性

3.
7

40
2
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
プ
ロ

セ
ス
の
確
立

2.
2

40
1
内
部
監
査
プ
ロ
セ
ス
の

確
立

3.
0

10
4
経
営
者
の
指
導
力
及
び

内
部
監
査
へ
の
サ
ポ
ー

ト
2.
8

10
3
経
営
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

2.
9

40
4
適
時
適
切
な
監
査
対
象

の
選
定

2.
6

40
3
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基

づ
く
個
別
監
査
計
画
の

策
定

2.
8

10
6
内
部
監
査
部
門
長
の
役

割
と
責
任
の
明
確
化

3.
1

10
5
監
査
対
象
の
網
羅
性

3.
4

40
6
業
務
に
合
わ
せ
た
監
査

手
法
の
設
定

2.
3

40
5
Ｃ
Ｓ
Ａ
の
活
用

1.
4

10
8
人
事
的
な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

と
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

1.
4

10
7
内
部
監
査
に
必
要
な
人

材
の
十
分
な
確
保

2.
3

40
8
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
の
活
用

0.
9

40
7
協
働
チ
ー
ム
に
よ
る
監

査
の
実
施

1.
6

11
0
社
内
情
報
へ
の
ア
ク
セ

ス
権

3.
1

10
9
十
分
な
予
算
の
確
保

3.
4

41
0
シ
ス
テ
ム
監
査
の
実
施

1.
6

40
9
監
査
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

3.
2

20
2
内
部
監
査
へ
の
期
待
、

及
び
監
査
へ
の
対
応

3.
3

20
1
被
監
査
部
門
と
の
関
係

に
お
け
る
内
部
監
査
人

の
精
神
的
な
独
立
性

3.
6

41
2
内
部
監
査
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
に
関
す
る
被
監
査

部
門
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク

1.
7

41
1
内
部
監
査
の
人
材
育
成

と
継
続
的
教
育

2.
1

20
4
内
部
監
査
の
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
機
能
へ
の
期
待

3.
0

20
3
内
部
監
査
に
よ
る
指
摘
・

勧
告
等
へ
の
対
応
状
況

3.
2

41
4
監
査
支
援
ソ
フト
の
活
用

0.
9

41
3
内
部
監
査
の
品
質
管
理

1.
7

30
1
監
査
役
と
の
連
係

3.
1

20
5
内
部
監
査
の
情
報
発
信

へ
の
期
待

1.
9

41
6
継
続
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
／

監
査
の
仕
組
み
の
導
入

1.
5

41
5
外
部
の
第
三
者
に
よ
る

内
部
監
査
の
品
質
評
価

0.
9

1.
5

41
7
他
の
リ
ス
ク
管
理
部
門
等

と
の
協
働

1.
9

30
3
組
織
の
重
要
課
題
や
経

営
戦
略
に
関
す
る
監
査

2.
5

30
2
監
査
役
監
査
等
の
支
援

2.
6

外
部
監
査
人（
会
計
監

査
人
）と
の
連
携

2.
1

41
8
Ｅ
Ｒ
Ｍ
活
動
へ
の
関
与

■
全
項
目
平
均
・
分
布
の
区
分
■

Aグ
ル
ー
プ

3.
8
以
上

Bグ
ル
ー
プ

3.
1～
3.
8
未
満

Cグ
ル
ー
プ

2.
3～
3.
1
未
満

Dグ
ル
ー
プ

1.
6～
2.
3
未
満

Eグ
ル
ー
プ

0.
9～
1.
6
未
満

Fグ
ル
ー
プ

0.
9
未
満

42
0
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
へ
の

取
り
組
み

1.
5

41
9
内
部
監
査
人
の
社
外
活

動
、
資
格
取
得
の
支
援

1.
8

2.
3

30
4

5% 15
%

32
%

18
%

22
% 8% 13
%

18
%

37
%

13
%

18
% 1% 10
%

23
%

26
%

15
%

25
% 1% 15
%

32
%

37
%

11
% 5% 1% 6% 18
%

64
% 6% 6% 0% 3% 10
%

31
%

31
%

24
% 1% 0% 2% 11
%

23
%

44
%

19
%

18
%

31
%

31
%

13
% 6% 2% 14
%

24
%

36
%

13
%

12
% 1% 19
%

34
%

37
% 9% 2% 0% 11
%

20
%

58
% 8% 3% 0% 8% 26
%

54
% 9% 4% 0% 9% 16
%

46
%

23
% 6% 1% 2% 8% 28
%

17
%

28
%

18
%

14
%

20
%

41
%

15
%

11
% 1% 8% 13
%

36
%

21
%

19
% 2% 11
%

20
%

21
%

14
%

21
%

13
% 4% 12
%

23
%

20
%

30
%

11
% 2% 15
%

32
%

34
%

17
% 0%30
%

23
%

31
%

12
% 4% 0%
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番
号

項
目

自
社
ｽｺ
ｱ
全
体
平
均

回
答
分
布

コ
メ
ン
ト

番
号

項
目

自
社
ｽｺ
ｱ
全
体
平
均

回
答
分
布

コ
メ
ン
ト

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

A
5

B
4

C
3

D
2

E
1

F
0

7% 22
%

46
%

17
% 7% 1% 5% 12
%

29
%

20
%

23
%

12
% 9% 23
%

30
%

20
%

14
% 4% 8% 19
%

32
%

17
%

20
% 5% 3% 7% 16
%

15
%

21
%

39
% 5% 13
%

30
%

19
%

26
% 7% 3% 8% 24
%

14
%

15
%

38
% 1% 4% 10
%

10
%

17
%

59
%

21
%

18
%

35
%

16
%

11
% 0% 4% 7% 20
%

15
%

25
%

30
% 2% 7% 28
%

29
%

29
% 5% 4% 8% 16
%

23
%

16
%

32
% 2% 9% 18
%

21
%

26
%

25
% 2% 4% 11
% 9% 17
%

58
% 5% 2% 6% 7% 20
%

60
% 2% 7% 17
%

13
%

30
%

31
% 5% 8% 23
%

17
%

37
%

11
% 2% 4% 16
% 9% 19
%

22
% 2% 8% 25
%

15
%

30
%

20
% 2% 5% 16
%

19
%

36
%

22
%

10
2
事
業
目
的
に
沿
っ
た
監

査
計
画
の
存
在

2.
4

10
1
内
部
監
査
の
独
立
性

3.
7

40
2
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
プ
ロ

セ
ス
の
確
立

2.
2

40
1
内
部
監
査
プ
ロ
セ
ス
の

確
立

3.
0

10
4
経
営
者
の
指
導
力
及
び

内
部
監
査
へ
の
サ
ポ
ー

ト
2.
8

10
3
経
営
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

2.
9

40
4
適
時
適
切
な
監
査
対
象

の
選
定

2.
6

40
3
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基

づ
く
個
別
監
査
計
画
の

策
定

2.
8

10
6
内
部
監
査
部
門
長
の
役

割
と
責
任
の
明
確
化

3.
1

10
5
監
査
対
象
の
網
羅
性

3.
4

40
6
業
務
に
合
わ
せ
た
監
査

手
法
の
設
定

2.
3

40
5
Ｃ
Ｓ
Ａ
の
活
用

1.
4

10
8
人
事
的
な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

と
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

1.
4

10
7
内
部
監
査
に
必
要
な
人

材
の
十
分
な
確
保

2.
3

40
8
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
の
活
用

0.
9

40
7
協
働
チ
ー
ム
に
よ
る
監

査
の
実
施

1.
6

11
0
社
内
情
報
へ
の
ア
ク
セ

ス
権

3.
1

10
9
十
分
な
予
算
の
確
保

3.
4

41
0
シ
ス
テ
ム
監
査
の
実
施

1.
6

40
9
監
査
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

3.
2

20
2
内
部
監
査
へ
の
期
待
、

及
び
監
査
へ
の
対
応

3.
3

20
1
被
監
査
部
門
と
の
関
係

に
お
け
る
内
部
監
査
人

の
精
神
的
な
独
立
性

3.
6

41
2
内
部
監
査
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
に
関
す
る
被
監
査

部
門
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク

1.
7

41
1
内
部
監
査
の
人
材
育
成

と
継
続
的
教
育

2.
1

20
4
内
部
監
査
の
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
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